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Iま

じ

め

昭
和
五
四
年
度
の
文
化
財
保
護
行
政
に
お
き
ま
し
て
は
年
度
当
初
、
係
職
員
を
五
名
増
員
い
た
し
ま
し
て
、
一
五
名
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
新
規
事
業

に
対
応
し
、
市
民
の
要
望
に
応
え
る
べ
く
、
市
長
部
局
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
実
現
を
み
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
文
化
財
保
護
行
政
を
推
進
し
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
そ
の
主
た
る
事
業
は
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
と
文
化
財
保
護
行
政
一
般
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
は
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
・
山
王
廃
寺
跡
の
ほ
か
新
規
に
土
地
改
良
事
業
の
事
前
調
査
と
し
て
富
田
南
部
・
西
大
室
・
清
里
南
部
の
三
地
区
を
実

施
い
た
し
ま
し
た
。
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
に
お
い
て
は
昨
年
度
後
半
に
続
い
て
、
奈
良
・
平
安
と
推
定
さ
れ
る
時
代
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
八
九
棟
分
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

山
王
廃
寺
跡
に
お
い
て
は
塔
跡
の
西
に
基
壇
が
発
見
さ
れ
、
金
堂
跡
と
推
定
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
放
光
寺
」
と
書
か
れ
た
文
字
瓦
も
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

富
田
南
部
遺
跡
群
で
は
鎌
倉
時
代
末
期

i
戦
国
時
代
と
推
定
さ
れ
る
墓
域
を
調
査
し
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
た
板
碑
・
宝
塔
な
ど
多
く
を
検
出
し
ま
し
た
。
西
大
室
遺
跡
群

で
は
古
墳
を
発
掘
し
、
墓
前
祭
把
の
場
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
前
庭
」
を
調
査
し
、
そ
れ
に
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
土
師
器
等
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
本
年
度

発
掘
調
査
結
果
の
主
な
成
果
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
近
年
に
な
い
発
見
で
あ
り
、
前
橋
市
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
な
価
値
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
と
み
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

文
化
財
保
護
行
政
一
般
で
は
例
年
の
と
お
り
文
化
財
の
保
護
管
理
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
普
及
活
動
で
は
文
化
財
調
査
委
員
に
よ
る
総
合
調
査
が
上
泉
郷
蔵
文

書
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
、
文
化
財
め
ぐ
り
は
芳
賀
・
桂
萱
地
区
の
文
化
財
を
訪
ね
て
徒
歩
に
よ
り
行
な
い
、
文
化
財
展
で
は
絵
馬
の
展
示

と
そ
れ
に
つ
い
て
の
講
演
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
史
跡
等
の
整
備
事
業
で
は
昭
和
五
三
年
度
指
定
さ
れ
た
亀
塚
山
古
墳
を
整
備
い
た
し
ま
し
た
。
郷
土
芸
能
大
会
は
本
年

度
第
七
回
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
年
度
か
ら
本
年
度
に
か
け
て
、
行
政
自
治
委
員
の
ご
協
力
を
得
て
、
実
態
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
基
い
て
前

橋
市
郷
土
芸
能
連
絡
協
議
会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
出
版
物
と
し
て
は
「
発
掘
調
査
報
告
書
」
を
予
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
前
橋
市
の
歴
史
と
文
化
財
」
、
ス
ラ
イ
ド

解
説
書
「
前
橋
市
の
文
化
財
」
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
普
及
活
動
に
つ
い
て
は
、
郷
土
芸
能
連
絡
協
議
会
の
結
成
に
よ
り
今
後
、
伝
統
あ
る
芸
能
の
保
存
・
伝
承
に
大
き
な

役
割
を
果
す
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
報
告
書
に
は
総
合
調
査
・
発
掘
調
査
の
結
果
並
び
に
昭
和
五
三
年
度
新
規
前
橋
市
指
定
史
跡
等
を
上
載
い
た
し
ま
し
た
。
改
め
て
、
前
橋
の
歴
史
の
深
さ
と

広
さ
と
に
驚
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
日
ご
ろ
、
本
市
の
文
化
財
保
護
に
つ
い
て
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
文
化
財
調
査
委
員
を
は
じ
め
関
係
各
位
に
対

し
ま
し
て
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
本
調
査
報
告
書
が
文
化
財
保
護
の
一
助
と
し
て
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。

昭

和

五

五

年

三

月

二

O
日

前

橋

市

教

育

委

員

会

教

育

長
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例
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l 

本
報
告
書
は
、

妙
安
寺
総
合
調
査
、
昭
和
五
十

上
泉
郷
蔵
附
上
泉
古
文
書
関
係
調
査
、

三
年
度
市
指
定
文
化
財
及
び
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。

2 

上
泉
郷
蔵
附
上
泉
古
文
書
関
係
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
事
業
の
一
つ
と
し
て
、

前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
で
あ
る
山
田
武
麿
氏
、
中
沢
右
吾
氏
、
丸
山
知
良
氏
に
調
査
し

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

3 

妙
安
寺
総
合
調
査
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
に
前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
の
方
々
に
調
査

し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
昭
和
五
十
二
年
度
文
化
財
調
査
報
告
書
(
第
8
集
)
か
ら
引

き
続
き
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

4 

埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
前
橋
市
教
育
委
員
会
で
実

施
し
た
五
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

5 

上
泉
郷
蔵
関
係
文
書
同
目
録
及
び
妙
安
寺
所
蔵
文
書
の
記
載
に
あ
た
っ
て
は
、
群
馬
大

学
教
授
・
前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
で
あ
る
山
田
武
麿
先
生
に
終
始
御
指
導
を
い
た
だ
い

た。
6 

古
文
書
は
、
原
則
と
し
て
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
た
。
ま
た
、
表
出
は
二
字
あ
け
、

欠
字
は
一
字
あ
け
と
し
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
読
点
を
付
し
た
。



一
、
上
泉
郷
蔵
附
上
泉
古
文
書
関
係
調
査
報
告

上
泉
町
宿
一
、
一
四

O
に
あ
る
上
泉
郷
蔵
は
、
間
口
八
問
、
奥
行
三
問
、
瓦
葺
荒

壁
の
土
蔵
で
、
そ
の
棟
札
か
ら
寛
政
八
年
の
創
建
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
で

は
祭
礼
用
具
が
こ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
四
二
年
ま
で
郷
蔵
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
上
泉
地
区
に
保
管
さ
れ
て
い
る
古
文
書
は
、
こ
の
郷
蔵
の
創
建
や
使
用
に

関
す
る
も
の
を
始
め
、
前
橋
藩
領
と
し
て
の
施
政
状
態
並
び
に
庶
民
の
生
活
な
ど
の

推
定
を
為
し
得
る
も
の
等
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
文
書
に
関
し
て
以
前
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
そ
の
う
ち
の
一
四
二
点

、
が
計
上
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
前
橋
市
で
は
、
上
泉
郷
蔵
及
び
上
泉
古
文

書
を
地
元
管
理
者
等
の
協
力
を
得
て
、
文
化
財
調
査
委
員
に
よ
る
調
査
を
左
記
の
と

お
り
実
施
し
た
。

調

査

期

日

調
査
の
対
象

調

査

者

調
査
の
方
法

昭
和
五
四
年
六
月
八
・
九
日

上
泉
古
文
書

前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員

山

田

武

麿

中

沢

右

吾

丸

山

知

良

上
泉
地
区
所
有
の
古
文
書
の
す
べ
て
に
整
理
番
号
を
つ
け
、
カ

ー
ド
を
採
り
、
目
録
を
作
り
七
四
八
点
を
計
上
し
、
そ
の
う
ち
の

一
部
に
つ
い
て
写
真
撮
影
を
行
い
記
録
化
を
図
り
、
番
号
を
表
記

し
た
茶
箱
コ
一
つ
に
収
納
し
た
。

た
だ
し
、
明
治
二

O
年
前
後
以
降
の
分
は
未
調
査
。
別
箱
に
収

納
し
た
。

上
泉
古
文
書

(1) 

宝
一
氷
ニ
年

社
倉
の
由
来

(
表
紙
)「

酉
之
正
月
廿
臼

上
泉

付す
弥王
右
衛
門

社
倉
の
由
来

寛
永
二
年

Lー

社
倉
之
由
来
之
事

古
昔
聖
人
之
御
代
-
一
者
氏
八
人
を
為
一
組
、
今
之
五
人
組
也
、
右
八
人
田
畑
耕
作
一
一

茂
又
薪
を
取
-
一
出
る
-
一
茂
、
挨
拶
能
誘
引
同
道
し
て
出
入
を
す
る
也
、
病
人
之
有
時

者
互
ニ
致
介
抱
、
或
又
火
事
ニ
あ
ひ
憂
難
儀
-
一
遭
時
者
、
耕
作
遅
成
事
を
互
ニ
助
合
、

水
損
早
損
之
有
時
ハ
互
ニ
救
合
也
、
故
ニ
人
之
心
茂
正
直
に
し
て
中
能
頼
母
舗
也
、

後
世
壱
人
之
心
邪
智
に
し
て
人
之
物
を
奪
取
、
人
之
憂
難
儀
を
悦
、
救
心
も
な
く
不

仁
無
道
な
る
心
之
仕
方
故
、
天
道
一
一
茂
す
て
ら
れ
我
茂
又
不
仕
合
に
て
憂
難
儀
に
遭

也
、
故
国
の
民
た
る
者
ハ
何
茂
中
よ
く
心
正
直
に
持
、
憂
難
儀
之
時
ハ
相
互
一
-
救
合
、

邪
俵
な
る
心
を
不
持
挨
拶
よ
く
い
た
す
へ
し
、
必
天
道
に
叶
思
値
に
可
成
也
、
又
古

聖
人
一
旦
二
十
五
家
一
社
と
て
、
二
十
五
人
宛
に
各
地
神
を
立
、
真
心
に
い
た
し
て

土
の
神
を
祭
也
、
土
を
守
護
す
る
神
是
を
社
神
と
言
也
、
社
神
之
為
ニ
蔵
有
是
を
社

倉
と
言
也
、
社
者
今
之
地
神
之
事
、
倉
ハ
今
之
穀
蔵
也
、
然
時
者
社
倉
者
民
之
為
な

り
、
民
ハ
国
之
本
な
り
、
民
ハ
食
を
天
と
す
る
也
、
社
ハ
食
を
生
す
る
主
神
な
れ
ハ

地
神
の
社
ハ
民
之
為
立
る
也
、
五
穀
百
穀
之
能
年
々
登
り
、
熟
し
て
血
一
旦
年
ニ
成
様
に

と
て
地
神
を
祭
る
也
、
故
に
五
穀
茂
能
登
る
熟
し
て
固
に
無
飢
僅
な
り
、
社
倉
ハ
豊

年
之
年
、
五
穀
を
集
納
お
き
、
凶
年
の
年
発
倉
ヲ
て
民
之
餓
に
及
者
を
相
救
故
に
、

聖
人
之
時
代
に
者
天
下
に
一
人
も
飢
に
及
者
な
し
、
国
に
国
富
民
足
り
在
々
村
々
皆

繁
栄
な
り
、
此
民
之
飢
僅
を
救
ハ
ん
為
ニ
た
く
わ
へ
置
ク
倉
を
社
倉
と
い
ふ
な
り
、

1 ← 



後
世
は
所
々
の
武
士
骨
神
之
祭
茂
真
実
に
す
る
事
な
く
、
社
倉
も
不
立
、
飢
謹
の
年

の
儲
も
な
く
、
或
ハ
少
茂
貯
あ
れ
ハ
遠
国
の
神
に
参
り
、
各
所
見
物
に
出
る
故
に
、

耕
作
遅
成
、
耕
作
=
被
追
故
、
不
作
し
て
家
茂
哀
る
也
、
所
々
之
鎮
主
地
神
に
も
悪

ま
れ
、
其
在
所
を
放
れ
、
鎮
主
之
守
り
茂
な
く
、
民
の
中
茂
悪
敷
な
り
、
方
々
と
流

浪
し
て
困
窮
難
儀
を
す
る
也
、
た
と
へ
者
我
父
母
を
捨
て
、
他
人
之
父
母
に
仕
へ
、

一
村
之
人
を
棄
て
、
他
村
之
人
に
親
に
似
た
る
、
我
父
母
捨
人
之
父
母
を
尊
時
、
我

父
母
可
悦
乎
、
一
村
之
人
を
棄
て
、
他
村
之
人
に
親
し
ま
は
、
一
村
之
者
可
悦
乎
、

我
鎮
主
を
捨
て
遠
国
之
神
参
を
す
る
時
者
、
我
鎮
主
司
脱
乎
、
必
不
悦
也
、
此
道
理

を
能
々
合
点
し
て
、
所
之
鎮
主
地
神
を
大
事
に
祭
り
、
耕
作
家
業
に
不
怠
、
常
に
心

を
尽
し
、
費
な
る
事
な
き
よ
う
に
い
た
し
、
真
心
正
直
を
第
一
と
し
て
上
の
御
為
を

お
も
ふ
時
者
、
鎮
守
茂
能
守
護
あ
り
、
所
を
も
ふ
故
人
と
中
も
よ
く
、
我
々
の
仕
合

茂
能
繁
昌
し
、
子
孫
も
永
々
続
也
、
故
二
鎮
主
茂
悦
、
民
の
為
に
成
事
以
候
白
書
付

渡
也
、
必
候
目
之
通
能
相
守
り
、
各
互
に
た
L
君
の
為
に
な
る
に
あ
ら
す
、
民
之
飢

鐘
難
儀
之
救
之
為
也
、
思
随
分
社
倉
之
穀
物
保
目
之
通
集
置
時
は
民
も
豊
に
な
り
、

所
も
栄
へ
、
君
の
御
為
に
も
成
な
り
、
此
意
味
を
覚
て
、
心
有
名
主
組
頭
合
点
し
て
、

小
百
姓
合
点
遠
き
者
一
一
ハ
、
正
月
五
節
句
遊
之
日
な
と
に
名
主
方
へ
招
寄
、
能
々
合

点
を
致
ぬ
様
に
為
申
聞
、
皆
々
相
土
ハ
に
悦
て
、
我
々
か
為
也
と
お
も
ひ
社
倉
料
を
可

集
也
、
曲
一
一
旦
年
之
時
ハ
集
納
、
又
凶
年
之
時
者
発
倉
可
救
也
、
必
無
構
豊
凶
年
年
々
可

集
也
、
故
書
〆
村
々
所
々
江
相
渡
、
能
見
て
致
合
点
可
用
也

候
々

一
遠
国
仏
神
参
詣
、
各
所
見
物
に
出
、
所
之
仏
神
致
魚
末
、
耕
作
家
業
に
怠
り
身
代

持
崩
申
間
敷
事

附
遠
国
江
行
日
数
久
敷
遊
費
時
ハ
、
鎮
主
茂
怒
り
を
な
し
、
耕
作
之
妨
に
も

成
、
身
代
衰
者
也

一
諸
勧
進
他
所
之
乞
食
不
知
行
衛
者
一
切
堅
不
可
入
、
其
村
右
制
道
人
ニ
者
所
之
乞

食
械
多
を
可
致
事

附
同
村
之
飢
人
乞
食
を
可
養
、
他
村
他
国
之
餓
人
乞
食
に
あ
た
ふ
る
時
者
、

同
村
之
人
を
捨
て
、
他
村
之
人
江
親
に
似
た
る
へ
し

一
不
似
百
姓
長
協
指
、
或
衣
類
印
寵
巾
着
、
諸
持
遊
道
具
男
女
共
に
不
可
求
事

附
櫛
奔
鼻
紙
袋
小
万
小
柄
之
類
、
美
々
敷
仕
、
惣
琳
無
用
之
道
具
之
事
也

一
社
倉
料
人
別
に
て
、
民
一
人
前
ぷ
麦
五
合
つ
つ
可
出
、
一
家
五
人
居
ル
入
者
弐
升

五
合
、
拾
人
有
人
ハ
五
升
宛
之
意
に
て
、
五
月
晦
日
切
ェ
可
納
事

附
山
方
里
方
可
有
了
筒
、
如
此
年
々
納
置
と
て
、
他
人
之
物
に
あ
ら
す
、
何

程
富
貴
=
而
も
、
万
一
火
難
に
遭
時
者
其
助
に
な
る
、
若
一
代
仕
合
能
時
者
、

其
子
孫
に
譲
り
、
年
々
納
置
時
者
至
子
孫
大
分
也
、
子
孫
之
救
に
な
る
時
者

結
構
成
事
な
り

一
浜
方
山
方
麦
無
之
村
々
者
銭
壱
人
前
七
銭
に
て
茂
、
或
籾
又
者
何
成
共
、
土
地
相

応
之
物
、
麦
五
合
之
代
程
可
出
事

一
社
倉
麦
大
方
三
月
末
よ
り
、
四
月
五
月
初
迄
可
借
事

附
早
損
水
損
風
損
之
瑚
者
、
村
中
相
談
之
上
及
難
儀
ハ
考
利
安
=
可
借
、
常

ュ
借
時
者
大
切
之
翻
、
麦
無
之
M

仲
間
、
狸
り
に
常
法
之
通
三
月
四
月
前
二
不

可
借
事

一
火
事
に
遭
、
牛
馬
を
殺
、
又
者
病
人
憂
難
儀
有
之
輩
ハ
、
当
人
年
々
納
置
H
W

分
者

不
及
申
、
村
中
J
納
置
弘
分
相
加
、
不
限
何
時
-
一
名
主
組
頭
見
合
、
身
代
分
限
ほ

と
一
一
願
可
借
事

附
借
捨
或
無
利
又
加
利
足
一
割
二
割
、
様
子
次
第
見
合
可
借
也

一
京
都
日
光
遠
国
江
御
越
御
国
代
之
翻
、
賦
金
之
足
に
可
成
事

附
賦
金
一
時
に
出
時
ハ
大
分
ず
難
儀
成
事
也
、
連
々
=
ハ
出
安
事
也

一
借
シ
飴
リ
有
之
、
借
リ
申
者
無
之
時
ハ
、
五
月
晦
日
新
麦
納
代
可
申
事

一
社
倉
封
印
、
奉
行
名
主
立
合
両
封
一
一
仕
、
奉
行
も
狽
=
不
可
聞
事

右
保
々
堅
相
守
社
倉
麦
集
納
、
則
救
飢
謹
難
儀
之
憂
、
凶
年
茂
又
忘
飢
謹
、
村
々
栄

子
孫
繁
昌
也
、
諺
神
託
日
、
氏
子
一
人
難
代
黄
金
干
両
、
則
鎮
主
茂
悦
而
能
為
守
護

君
又
悦
、
加
愛
憐
、
難
思
、
年
々
可
為
取
作
納
者
也

- 2 ー

(
整
理
番
号

ハ
1
1
)

(2) 

安
一
氷
八
年
三
月

酒
井
家
浪
人
在
村
請
合
証
文



(
端
裏
書
V

「
亥
三
月
八
日
入
書

請
合
詮
文
家
内
書
」

東
通
上
泉
村

桜
井
兵
之
助

差
上
申
御
請
合
詮
文
之
事

酒
井
雅
楽
頭
様
浪
人

桜
井
兵
之
助

右
者
桜
井
兵
之
助
儀
、
生
国
当
国
当
村
出
-
一
而
、
惜
成
仁
-
一
有
之
同
、
尤
何
方
，
Z

何
之
差
構
茂
無
御
座
川
町
一
付
、
当
村
御
百
姓
与
右
衛
門
請
人
=
相
立
、
当
村
-
一

住
居
仕
M
W

、
宗
旨
之
儀
ハ
曹
洞
宗
回
一
而
、
当
村
西
林
寺
旦
那
ニ
紛
無
御
座
hm

公
儀
御
法
度
之
儀
者
不
及
申
上
-
一
、
御
家
之
御
家
法
何
-
一
区
為
相
背
不
中
、
諸

事
急
度
相
守
ぬ
様
=
可
為
仕
除
、
勿
論
右
兵
之
助
儀
不
行
跡
之
儀
有
之
ぬ
ハ
ハ
、

不
寄
何
事
“
一
早
速
御
注
進
可
申
上
ぬ
、
尤
請
人
井
村
役
人
、
そ
し
て
不
寄
何
等

ュ
引
請
、
上
不
奉
掛
御
苦
労
一
:
急
度
訳
相
付
可
申
除
、
少
茂
相
違
仕
間

敷
除
、
万
一
御
請
合
面
相
違
之
儀
御
座
ぬ
ハ
ハ
、
請
合
ハ
不
及
申
上
一
一
、
連
印

之
村
投
入
迄
、
如
何
様
之
曲
事
=
茂
可
被
仰
付
除
、
為
後
日
伯
而
如
件

安
永
八
己
亥
歳
三
月

東
通
上
泉
村

請

人

与

右

衛

門

組

頭

源

七

同

弥

一

右

衛

門

同

忠

兵

衛

同

磯

七

同

平

次

郎

同

直

右

衛

門

名

主

藤

次

郎

(
整
理
番
号

(3) 

寛
政
六
年
九
月

伝
馬
人
足
半
球
方
願

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑩
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

四
I
4
)

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
M
W

事

高
千
六
百
弐
拾
三
石
弐
斗
=
一
升
三
合

人
馬
不
足
ュ
付
当
寅
λ
o
亥
迄

拾
年
御
伝
馬
御
人
足
御
定
御
割

付
之
内
半
減
御
除
キ
奉
願
上
Mm

願
之
通
被
仰
付
被
下
置
除
ハ
、

仕
合
一
一
奉
存
ぬ

此
御
人
足
三
拾
弐
人

此
反
別
百
九
拾
四
町
拾
三
歩

ー
七
拾
弐
町
弐
反
弐
畝
六
歩

l

百
弐
拾
弐
町
八
反
八
敵
七
歩

内

田

方

拾

壱

町

弐

拾

六

歩

村

役

介

地

此
内

本
代
士
宮
石
壱
斗
五
升

上
麦
田
壱
町
四
反
九
畝
拾
六
歩

同
士
宮
石
壱
斗
弐
升

中
麦
畑
田
三
町
弐
反
壱
畝
拾
五
歩

同
壱
石
三
升

下
麦
田
壱
町
六
反
九
畝
弐
拾
八
歩

同
九
斗
弐
升

中
田
七
反
六
畝
弐
拾
七
歩

同
八
斗

下
回
三
町
六
反
弐
畝
四
歩

同
五
斗
六
升

下
々
田
弐
反
弐
拾
六
歩

〆

本
組
百
拾
四
軒

竃
数
百
六
拾
弐
軒

惣
人
別
高
六
百
七
拾
五
人

畑田
方方

- 3-

当
男
三
百
七
措
壱
人

V
女
三
百
四
人



同

弐
百
四
拾
弐
人

此
内

七
人

弐
拾
弐
人

六
人

弐
拾
弐
人

三
拾
五
人

残
而
百
五
拾
人

馬
数
七
拾
弐
疋

但
拾
五
歳
J
六
拾
歳
迄

御
中
間

在
郷
奉
公
人

風
与
出
之
者

家
無
シ
之
者

病
身
之
者

常
時
鍬
取
之
者

ヲ
弐
拾
五
疋
己
干
し
ふ
み

H
V
四

捨

七

疋

若

馬

〆

右
当
村
之
儀
者
石
高
二
不
応
、
人
別
不
足
一
一
而
、
分
限
不
相
応
ュ
御
団
地
持
所
仕
来
除
、

前
々

J
困
窮
一
一
而
年
々
退
転
之
者
等
御
座
怜
而
、
御
田
地
飴
リ
、
惣
百
姓
難
渋
仕
H
W
-
一

付
、
御
定
免
御
数
御
願
奉
差
上
、
願
之
通
被
下
置
町
一
付
、
村
方
一
統
難
有
仕
合
一
一

奉
存
除
、
只
今
迄
莫
太
之
奉
御
厚
思
ヲ
請
同
上
-
一
市
、
御
恐
多
御
願
茂
難
申
上
奉
存
ぬ

得
共
、
年
々
人
別
相
減
、
御
田
地
村
中
惣
作
仕
Mm
御
団
地
多
之
村
方
ニ
付
、
作
配
行

渡
不
申
、
至
而
役
人
共
年
々
取
扱
難
渋
至
極
仕
、
是
迄
漸
々
取
扱
来
Mm
得
共
、
人
別

不
足
之
村
方
ニ
御
座
除
得
者
、
只
今
通
之
場
一
一
而
者
、
中
々
村
払
舵
一
宮
可
仕
と
奉
存
町
一

付
、
建
茂
御
郡
役
御
割
付
通
、
三
拾
弐
人
ッ
、
被
仰
付
M
W

而
茂
、
御
普
請
中
未
進

等
相
立
、
一
如
何
と
も
仕
方
無
御
座
、
漸
鍬
取
百
五
拾
人
な
ら
て
ハ
無
御
座
町
一
付
、

連
茂
御
郡
役
勤
兼
Mm
、
去
ル
卯
年
此
方
至
而
困
窮
村
=
相
成
、
人
別
別
而
相
減
除
-
}

付
、
弐
拾
六
年
己
前
丑
年
・
2
当
年
寅
年
迄
、
人
別
帳
面
奉
入
御
覧
-
一
弘
、
右
之
内
焼

失
仕
hm
年
茂
御
座
Mm
一
一
付
、
御
書
上
不
仕
除
、
年
々
退
転
者
多
御
座
Mm
得
者
、
村
方

次
第
困
窮
可
仕
与
奉
存
Mm-
一
付
、
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
、
村
方
為
救
与
思
召
、
御
恵
ヲ

以
当
寅
J
亥
迄
拾
ヶ
年
之
内
、
御
伝
馬
御
人
足
半
高
御
除
被
成
下
置
凶
ハ
ハ
、
余
リ

御
団
地
少
々
宛
々
茂
主
付
、
往
々
村
方
生
立
怜
様
可
相
成
与
奉
存
除
、
右
余
リ
地
手

入
相
続
茂
出
来
ぬ
様
仕
度
、
此
己
後
役
人
共
取
計
茂
行
渡
不
申
与
奉
存
除
、
何
卒
右

願
之
通
被
仰
付
被
下
置
ぬ
ハ
ハ
、
右
年
季
之
内
、
何
分
=
茂
余
リ
御
団
地
主
付
、

作
配
為
仕
ぬ
様
仕
度
奉
存
除
、
尤
年
季
相
済
M
W

ハ
ハ
、
御
定
通
御
郡
役
相
勤
可
申
除
、

右
之
通
被
仰
付
被
下
置
ぬ
ハ
ハ
、
私
共
ハ
不
及
申
上
=
、
村
方
一
同
難
有
仕
合
=

奉
存
除
、
以
上

寛
政
六
甲
買
歳
九
月

(4) 

文
政
十
=
年
十
エ
月

東
通
上
泉
村

長

百

姓

幸

助

組

頭

伝

七

同

佐

吉

岡

冨

郎

同

茂

七

同

次

左

衛

門

同

長

七

名

猶

右

衛

門〈
整
理
番
号

五

主

御
改
草
町
在
議
定

⑮
 

⑮
 

@
 

⑮
 

⑫
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

五
1
3
)

~ 4 ー

御
改
革
町
在
議
定

婚
礼
賄
之
儀
、
一
汁
一
菜
=
可
限
事

着
服
、
男
ハ
上
着
木
綿
、
下
着
太
織
迄
、
帯
木
綿
太
織
=
限
リ
、
女
ハ
上
着
太

織
、
下
着
紬
迄
、
帯
紬
絹
=
け
可
限
事

髪
之
上
櫛
者
木
櫛
、
轡
拝
者
硝
子
一
一
可
限
事

婚
礼
之
節
、
遺
方
取
方
双
方
名
主
元
ず
申
談
之
、
組
頭
壱
人
肝
煎
壱
人
出
席
、

諸
事
御
主
意
=
不
違
様
心
付
可
申
、
尤
右
組
頭
‘
，
g
其
節
始
末
、
着
服
髪
之
上
賄

等
迄
、
善
悪
共
=
書
附
ヲ
以
、
小
惣
代
之
者
E

可
相
届
ケ
事
、
小
惣
代
ぷ
大
惣

代
江
可
届
置
事

但
シ
右
届
ケ
之
義
、
名
主
元
へ
ハ
勿
論
之
犠
a

有
之
事

右
之
節
客
相
招
M
W

義
、
向
三
軒
両
隣
ト
親
子
兄
弟
墾
男
従
弟
迄
=
可
隈
事



右
Z

付
一
見
之
節
た
る
共
、
吸
物
壱
通
、
肴
有
合
口
問
ヲ
以
二
種
-
一
可
限
事

何
事
に
よ
ら
す
客
来
怜
節
、
一
汁
一
菜
=
可
限
事

兼
而
被
仰
聞
怜
通
、
人
柄
不
宜
其
上
博
突
=
携
リ
重
立
泊
者
ハ
、
其
村
々
町

々
名
主
元
一
一
而
及
教
誠
、
夫
々
渡
世
向
出
来
Mm
様
取
計
遣
し
、
不
取
用
除
ハ
ハ
、

小
駒
山
代
=
而
教
諭
致
し
、
右
を
も
不
用
除
ハ
ハ
、
大
惣
代
一
同
議
定
之
上
、
成
丈

御
苦
難
=
不
相
掛
様
取
計
、
万
一
不
取
用
除
ハ
ハ
、
其
御
筋
江
御
差
出
し
-
一
可

仕
事

男
女
着
服
之
儀
者
、
大
小
惣
代
之
者
申
談
置
、
神
仏
参
詣
祭
礼
場
等
心
付
、
右

取
極
之
議
定
-
-
相
背
M
W

者
、
相
改
可
申
事

今
般
御
改
革
筋
、
在
町
御
領
中
一
同
制
方
行
届
、
区
々
=
不
相
成
様
心
掛
可
申

事

右
之
通
御
改
革
=
付
、
諸
事
相
改
、
前
室
田
之
通
御
領
分
在
町
一
同
取
極
議
定
仕
除
上

空
右
ケ
条
之
旨
聞
而
相
背
申
間
敷
除
、
依
而
為
後
日
議
定
一
札
如
件

束
通
上
泉
村

肝

煎

平

次

郎
小

市

平

五

郎

甚

平

名

左

衛

門

乙

八

寅

松
(
整
理
番
号

文
政
十
二
丑
年十

二
月

(5) 

天
保
十
三
年
七
月

社
倉
積
石
御
願
書

ハ
表
抵
》「

天
保
十
三
重
寅
年

社
倉
積
石
御
願
書

七

月

束

通

上

泉

村

」

⑫
 

@
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

一

日

)

此
麦
五
百
六
拾
九
石
壱
斗
六
升

内
積
石
三
升
弐
合

此
代
永
四
〆
百
八
拾
文
壱
分
五
厘

残
麦
五
百
五
拾
九
石
壱
斗
弐
升
八
合

右
麦
七
拾
ヶ
年
割
合
壱
ヶ
年

一
麦
七
石
九
斗
八
升
八
合

此
代
永
三
貫
三
百
五
拾
八
文
三
分
三
厘
三
毛

此
金
三
両
壱
分
銀
四
匁
七
分
但
麦
説
一
躍
斗
替

右
者
此
度
社
倉
積
石
御
仕
法
被
仰
出
、
小
前
一
同
打
寄
セ
得
と
申
聞
ぬ
処
、
一
同

難
有
奉
承
伏
、
年
々
前
書
之
通
代
納
奉
願
上
H

仲
間
、
何
卒
村
方
御
収
納
米
之
内
=
而
御

買
入
、
村
方
郷
蔵
江
御
預
被
下
度
奉
願
上
除
、
元
年
々
積
替
之
節
ハ
御
伺
申
上
、
可

任
御
差
図
-
一
除
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
置
ぬ
ハ
、
、
難
有
仕
合
奉
存
除
、
以
上

人
別
五
百
弐
拾
七
人

壱
人
一
一
一
日
付

売
麦
三
合
ッ
、

壱
ゲ
年
壱
石
八
升

但
但

両御金高
=足壱百
弐石分石
石分ツニ
四ょ、付
斗り
替

天
保
十
三
年
正
年七

月

東
通
上
泉
村

長
百
姓

同組同同同

(
付
筆
〉

上
泉
村

十銭金
月五三
十百両
四三二
日拾分
迄九
可文
相
納
事

Lー

名

御
元
〆

御
役
所

ーで 5 ~ 

頭

文

造

栄

士

口

音

八

伴

吉

勘

治

郎

久

米

八

甚

左

衛

門

宗

兵

衛

茂

八

主



寅
十
月
十
四
日
納

一
金
三
両
壱
分

銭
五
百
三
拾
九
文

此
米
拾
弐
俵
ト
壱
斗
八
升
壱
合
也

内

拾

弐

俵

也

内
壱
斗
八
升
壱
合

社
倉
麦
代

天村壱金
川方石壱
大郷五両
嶋蔵升=
村=口付
預預合
ケりカミ
申置へ
l!el!ト

(
整
理
番
号

六

l
u
)

(6) 

天
保
十
五
年
七
月

不
斗
出
者
吟
味
書
上

差
上
申
口
書
之
事

束
通

上
泉
村

新
建
百
姓

惣

吉

当
辰
三
拾
四
歳

私
儀
被
召
出
、
当
五
月
中
不
斗
出
仕
怜
始
末
御
吟
味
-
一
付
、
不
包
有
体
左
=
奉
申
上

怜

此
段
恐
奉
申
上
杯
、
去
ル
巳
年
中
御
取
直
御
主
意
被
仰
出
除
=
付
、
村
内
平
左

衛
門
役
介
=
相
成
、
天
保
六
未
年
三
月
中
御
拝
借
金
拾
両
頂
戴
仕
、
新
建
御
百
姓

-
一
相
成
、
当
時
家
内
女
房
男
子
壱
人
女
子
壱
人
都
合
四
人
暮
ェ
而
、
持
高
田
畑
合
七

反
五
畝
弐
歩
作
配
罷
在
怜
処
、
七
八
ヶ
年
以
前
J
女
房
義
身
弱
=
相
成
、
農
業
等
茂

一
切
不
仕
、
療
薬
而
己
仕
M
W

処
λo
追
々
借
財
相
嵩
、
返
済
手
段
差
支
、
貸
方
，
S
者

度
々
返
済
可
仕
旨
申
来
、
無
拠
当
五
月
十
日
村
方
不
斗
出
仕
、
同
国
勢
多
郡
新
川

村
伝
兵
衛
と
申
者
兼
而
知
人
=
付
、
同
人
方
江
罷
越
一
向
相
頼
、
作
方
手
伝
等
仕

罷
在
申
Mm
処
、
不
斗
出
後
女
房
出
産
仕
怜
趣
承
ぬ
処
、
一
体
身
弱
三
而
家
内
暮
方
-
-

も
差
支
可
申
哉
と
奉
存
Mm
処・
6
、
不
斗
出
之
儀
心
得
違
=
而
今
更
先
非
後
悔
仕
、
何

卒
村
方
帰
住
仕
、
農
業
一
筋
相
励
申
度
旨
、
右
伝
兵
衛
江
風
与
出
之
始
末
委
細
-
一

相
噺
、
一
向
相
頼
除
処
、
早
速
伝
兵
衛
上
J
村
内
親
類
与
茂
七
方
江
沙
汰
仕
呉
怜

処
、
御
届
済
之
上
、
当
廿
一
日
新
川
村
伝
兵
衛
方
迄
、
村
方
親
類
与
茂
七
迎
参
呉

川
日
間
、
同
夜
帰
村
仕
相
慎
罷
在
申
除
、
尤
於
出
先
何
一
一
市
茂
掛
合
之
儀
一
切
無
御
座

除
、
右
御
吟
味
=
付
、
不
包
有
体
奉
申
上
同
通
、
少
茂
相
違
無
御
座
除
、
以
上

天

保

十

五

甲

辰

年

七

月

拾

三

日

惣

吉

右
之
者
儀
御
吟
味
-
一
付
申
口
之
趣
、
私
共
承
知
仕
ぬ
処
相
違
無
御
座
除
、
以
上

右

村

親
類
組
合
兼

組

頭

同名

主

栄惣俊与

茂兵

高
橋
重
次
兵
衛
股

木
部
幸
左
衛
門
殿

蝿
川
瀧
治
郎
股

前
書
之
通
写
ヲ
以
奉
入
御
覧
除
、
尤
御
吟
味
中
御
手
鎖
胴
御
縄
村
御
預
被

畏
除
、
此
段
乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
除
、
以
上上

泉
村

組

頭

同名

天
保
十
五
甲
辰
年

七
月

御
郡
代

御
役
所

(7) 

安
政
四
年
正
月

御
台
場
御
用
に
つ
き
硝
石
取
立
て
方
請
書

(
表
祇
)

「
安
政
四
T
E
年

床
下
土
献
上
連
印
帳

正

月

束

通

上
泉
村
」

主
(
整
理
番
号

栄惣俊

丘

吉 衛 介 七

仰
付
奉

吉衛介

- 6-

五

l
m
)



差
上
申
一
札
之
事

此
度
、
御
台
場
御
用
一
一
付
、
村
々
家
別
毎
々
床
下
土
御
取
調
之
上
、
硝
石
御
座
怜
居

宅
者
、
被
遊
御
取
立
M

州
市
茂
差
障
無
御
座
川
、
依
之
村
々
連
印
仕
、
御
請
書
奉
差
上

川
、
以
上

安
政
四
丁
日
年

正
月

大

串

勝

之

助

般

(8) 

文
久
二
年
正
月

郷
蔵
改
帳

(
表
紙
〉

「
文
久
二
壬
成
年

郷
御
蔵
御
改
帳

正
月

束
通

上
泉
村
」

米
千
三
拾
五
俵

内
三
一
拾
俵

東
上通

名同組長泉
百村

頭姓

郷
御
蔵
入

「
所
々
出
米

f

御
通
御
見
届

主

伝

六

此

右

衛

門

十

戊

八

兵

左

衛

門

平

郎

⑮

太

三

一

⑮

甚

平

⑮

清

造

⑮

仲

右

衛

門

⑮

(
以
下
連
印
問
名
略
)

(
整
理
番
号
十
一

l
l
日
)

次

残
而
千
五
俵

内
六
拾
俵

百
五
拾
俵

弐
拾
四
俵

拾
七
俵

七
百
五
拾
四
俵

〆

右
者
此
度
郷
御
蔵
不
時
為
御
改
、
被
遊
御
出
張
ニ
付
、
名
主
与
頭
長
百
姓
五
人
組

頭
立
会
ず
、
奉
請
御
改
ヲ
凶
処
、
相
違
無
御
座
川
、
猶
又
此
以
後
出
米
之
節
、
私
共

不
残
立
合
仕
跡
、
郷
御
蔵
江
直
一
一
相
対
致
同
様
被
仰
付
、
承
知
奉
畏
同
、
為
後
日

伯
而
如
件

文
久
二
壬
成
年正

月

郷
御
蔵
有
米

御
城
米

勧
農
米

御
除
米

餅
米

平
米東

通
上
泉
村

五
人
組
頭

長

百

姓

組

頭

!! I! I! 名

主

茂

右

衛

門

此

右

衛

門

小

市
伝

吉
勘

次

郎

伊

右

衛

門

伝

六

茂

八
(
整
理
番
号

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑮
 

⑫
 

⑮
 

⑮
 

十ハ

l
m
)

- 7-

(9) 

文
久
三
年
十
二
月

前
橋
城
再
築
に
つ
き
人
足
勤
方
触
請
書

一寸表

御 8
十再文
二築久
月三三

付 f
J 年
家

別
取
調
連

東印
通御

上書
泉上
村帳
Lー



差
上
申
御
請
書
之
事

此
度
御
城
築
遊
町
一
付
、
御
普
請
中
地
方
掛
之
御
場
所
江
、
村
々
出
人
足
等
之

義
=
付
、
御
廻
村
之
上
、
村
役
人
を
始
、
浪
人
、
帯
万
人
、
御
直
支
配
小
百
姓
ェ
至

迄
御
呼
出
、
左
之
御
ケ
俊
之
趣
委
細
被
仰
渡
承
知
仕
除
、
於
下
三
茂
御
時
節
を
相

弁
、
明
無
滞
、
御
触
次
第
速
=
罷
出
、
御
差
図
-
一
随
ひ
、
一
統
勢
力
を
尽
し
相
働
除

様
可
仕
M
W

一
村
々
家
別
壱
人
ツ
ツ
之
割
合
-
-
而
、
仮
令
ハ
百
軒
有
之
村
方
者
、
百
を
壱
ケ
村
之
人

足
高
=
御
取
極
被
遊
M
W
=
付
、
右
之
内
三
ケ
一
を
一
日
之
出
高
=
相
定
、
日
々
罷

出
相
働
ぬ
様
可
仕
事

但
御
用
=
相
立
兼
ぬ
老
人
、
幼
少
、
女
子
、
後
家
等
之
分
者
相
除
、
尤
一
家
内

御
用
一
一
相
立
ぬ
者
有
之
M
m
ハ
ハ
、
当
主
代
リ
相
勤
ぬ
様
可
仕
ぬ

一
自
他
之
無
差
別
、
年
季
奉
公
罷
出
ぬ
者
者
相
除
、
右
半
季
奉
公
罷
出
版
者
者
、
半

人
丈
相
勤
怜
様
可
仕
事

一
村
役
人
之
儀
、
郷
例
ェ
不
抱
、
出
人
足
相
勤
ぬ
様
可
仕
事

一
農
繁
時
節
者
出
人
足
御
免
除
可
被
成
下
筋
合
=
ハ
M
W
得
共
、
左
ぬ
而
者
御
普
請
之

内

沼

〉

方
、
御
差
支
=
も
相
成
M
q
一
付
、
御
時
宜
次
第
、
御
触
当
被
遊
M
m
-
一
付
、
農
事
手

操
仕
、
相
勤
ぬ
様
可
仕
事

一
遠
村
之
義
者
、
其
日
帰
、
日
々
罷
出
相
勤
M
W
而
者
、
業
之
上
相
届
不
申
M
W
-
一
付
、

御
模
様
=
寄
、
芝
噂
伐
取
、
又
者
附
運
ひ
、
其
外
萱
刈
入
共
、
縄
な
い
共
、
御
差

図
次
第
可
仕
事

一
村
々
人
足
出
高
=
応
し
、
差
添
役
人
罷
出
ぬ
様
可
仕
事

一
御
普
請
所
近
辺
江
、
人
足
寄
場
御
補
理
被
成
町
一
付
、
御
役
所
江
罷
出
M
m
様
可
仕

事
一
村
々
印
有
之
旗
差
立
、
壱
ケ
村
限
村
役
上
=
而
人
足
引
円
ひ
、
寄
場
江
罷
出
、
差
添

・

6
着
御
届
申
上
M
m
様
可
仕
事

人
足
着
到
之
靭
ハ
御
混
雑
茂
仕
町
一
付
、
本
文
之
通
差
添
役
人
J
着

御

届

仕
、
昼
前
休
之
節
、
人
数
御
改
被
成
M
伸
一
一
付
、
散
乱
不
仕
讃
差
立
M
m
御
場
所

在
、
相
揃
怜
様
可
仕
事

一
伝
馬
被
仰
付
ぬ
節
者
、
人
足
弐
人
一
一
御
見
替
可
被
成
下
之
事

一
御
場
所
之
義
、
坪
割
を
以
御
渡
被
成
M
W
Z
付
、
出
情
仕
、
仮
令
八
ツ
時
仕
上
ケ
ぬ

共
、
直
=
帰
村
被
仰
付
、
尤
七
ツ
半
時
迄
=
仕
上
ヶ
、
残
御
座
M
m
ハ
ハ
、
其
日

出
人
足
之
内
申
合
、
翌
日
罷
出
仕
上
ケ
怜
様
可
仕
事

請
取
丈
ケ
之
分
仕
上
ケ
ぬ
ハ
ハ
、
御
改
を
請
ぬ
様
可
仕
、
尤
御
場
所
-
-
寄
坪

割
御
渡
被
成
兼
M
m
節
者
、
御
差
図
次
第
相
働
M
m
様
可
仕
事

一
村
々
出
人
足
御
場
所
着
刻
限
之
義
、
近
村
正
六
ツ
半
時
、
遠
村
ハ
五
ツ
時
迄
-
一
着

可
仕
事仕

舞
之
義
者
七
ツ
半
時
限
之
事

一
人
足
壱
人
鋸
弐
百
文
、
馬
壱
疋
日
四
百
文
=
相
定
同
様
可
仕
事

一
人
馬
賃
銭
割
合
之
義
、
一
村
限
反
別
高
-
-
割
合
、
尤
病
身
、
後
家
等
-
一
而
人
足
相
勤

不
申
者
半
高
割
、
半
人
勤
者
者
七
分
五
厘
高
割
-
-
可
仕
事

一
人
足
共
昼
休
等
之
節
、
為
相
図
太
鼓
為
御
打
被
成
凶
事

一
芝
噂
壱
数
長
三
尺
、
幅
士
宮
尺
之
御
定
-
一
者
ぬ
得
共
、
伐
方
を
始
附
運
ひ
等
、
遠
近

茂
御
座
M
m
-
一
付
、
御
取
調
之
上
、
追
而
御
差
図
可
有
御
座
同
事

一
萱
之
義
者
六
尺
縄
ぜ
束
キ
、
壱
束
御
定
ェ
有
之
M
m
得
共
、
苅
取
芥
付
込
之
義
者
、

是
又
遠
近
之
訳
も
御
座
M
仲
間
、
御
取
調
之
上
、
御
差
図
可
有
御
座
民
事

一
持
寵
縄
多
分
御
入
用
=
付
、
人
足
手
間
代
リ
縄
な
い
被
仰
付
怜
共
、
御
差
図
次

第
可
仕
事

但
藁
者
於
上
御
買
入
御
渡
之
事

一
村
々
出
人
足
多
数
之
義
=
付
、
権
威
ケ
間
敷
往
来
之
者
等
江
対
し
、
被
是
申
懸
ケ

難
渋
為
仕
ぬ
様
成
義
決
而
仕
間
敷
事

一
前
御
ケ
篠
之
趣
、
村
役
人
者
勿
論
、
小
前
一
同
逐
一
承
知
罷
有
、
御
場
所
御
手
筈

御
不
都
合
之
義
共
無
御
座
M
m
様
可
仕
事

右
之
通
被
仰
渡
之
趣
、
村
役
人
を
始
小
前
一
同
承
知
奉
畏
除
、
依
之
連
印
御
請
書

差
上
怜

直
支
配

I司

橋

- 8 ー

文

、左と

ユ旦

弥
次
左
衛
門



白鳥

国

造

平

郎

平

郎
音

八

久

造
久

五

郎

武

右

衛

門

佐

平
茂

左

衛

門

長

右

衛

門

丑

造

幸

太

郎

幸

五

郎

吉

右

衛

門

佐

平

次

辰

七
黒

治

郎

新

造

兵

左

衛

門

太

市

庄

太

郎

重

左

衛

門

コ

一

代

吉

喜
曽
右
衛
門

伝

治

郎

又

七

松

太

郎

市
郎
左
衛
門

五治罷

興

七

幼

少

甚

平

宇

士

口

病

身

仲

右

衛

門

万

郎

幼

少

莫

五

郎

平

七

内

々

不

斗

出

熊

吉

儀

左

衛

門

病

身

喜

平

次

甚

左

衛

門

幼

少

枠

音

吉

去

戊

十

二

月

中

与

吉

不
斗
出
仕
H
伸

長

八

か

や

文
ヘ
唱
橋
文
造
方
自
一
奉
公
仕

t
l

兵
南
駒
国
造
義
も
田
村
平
右
久
左
衛
門

衛
門
方
-
一
奉
公
仕
M
W

米

造

幼

少

文

造

仁

助

老

人

惣

太

郎

六

造

六

太

夫

後

家

登

代

八

西

片

貝

村

与

市

郎

源

兵

衛

方
-
一
奉
公
仕
ぬ

専

之

助

幼

少

壱

人

兵

造

辰

造

幼

少

壱

人

沢

次

郎

権

造

老

人

惣

内

田

村

平

右

衛

門

米

造

後

家

以

下

連

名

花

人

略

〉

病

身

=

付

八

百

吉

菅

野

茂

八

幼

少

丑

造

〆

老

人

門

平

甚

五

兵

衛

伴

弐

人

出

奉

公

善

土

口

粂

右

衛

門

弥

平

次

伴寿
老人 同半達平
人足 季平老

勤 奉担衰
高浪兼 公勤=

人!IT 申付
掠者 レド

〆E 〆吉 登 園 寿 伴 幾 弥 奥 主 三甚嘉栄茂右七重宗善孫弥又源市
左右 右 市左郎

ぬ 代 次 次馬 之 馬 兵 右 四 右
治 、衛衛 街 衛衛衛

部 弥吉郎平造造門郎八門内 八 吉 門 七 造 造 衛 六 七 門 郎 門 門

治之茂

半
季
奉
公

同

惣
〆
百
五
拾
九
軒

内
人
足
不
勤
者

同
半
季
勤
之
者

同
本
勤
之
者

- 9 ー

同定
使

弐
拾
弐
軒

四

軒

百
三
拾
三
軒



〆

文
久
コ
妥
玄
年

十
二
月

同同同組同長
百
姓

平

造

此

右

衛

門

小

市

伴

吉

勘

治

郎

可

平

向

伊

右

衛

門

組

頭

伝

六

名

主

菅

野

茂

八

(
連
名
は
二
段
に
し
た
)
(
整
理
番
号

頭

Qo) 

明
治
三
年

上
泉
村
明
細
帳

一寸表

銘き
明

細 治

帳 F
年

束
通

上
泉
村
」

上
野
国
勢
多
郡
上
泉
村

高
千
六
百
弐
拾
三
石
弐
斗
三
升
三
合

此
反
別
百
七
拾
九
町
九
反
四
畝
拾
六
歩

東
京
迄
弐
拾
六
里

七
拾
弐
町
弐
反
壱
敵
廿
四
分
田
方

内

弐

町

壱

反

七

畝

壱

分

畑

田

成

百

七

町

七

反

弐

畝

弐

分

畑

方

田
方
五
拾
七
町
九
反
六
畝
四
歩
奉
去
ル
卯
J
未
迄
六
ヶ
年

御
定
免
御
請
仕
ぬ

同

八

町

六

反

七

畝

拾

七

歩

右

同

断

同

五

町

四

反

弐

畝

八

歩

右

同

断

土
地
ハ
真
土
赤
土
砂
土
一
一
御
座
川

⑩
 

⑩
 

⑮
 

⑩
 

⑮
 

⑫
 

⑫
 

⑮
 

⑫
 

十
l
1
)

見
取
場
無
御
座
ぬ

御
水
帳
八
冊

ー
古
水
帳
三
冊

|
新
水
帳
五
冊

御
高
札

村
絵
図
差
上
中
除

当
所
定
水
日
損
場
茂
御
座
ぬ

村
之
東
西
弐
拾
町
程
、
南
北
四
拾
町
程
御
座
怜

分
郷
御
座
凶

越
石
御
座
川

当
村
分
他
村
江
出
作
之
事

田
畑
八
町
五
反
三
畝
歩
程
石
関
村
百
姓
手
作
仕
弘

同
三
町
壱
反
八
畝
歩
程
上
野
村
百
姓
手
作
仕
Mm

同
壱
町
五
反
五
畝
歩
程
小
泉
村
百
姓
手
作
仕
怜

同

三

町

弐

反

歩

西

荻

久

保

村

百

姓

手

作

仕

ぬ

同
壱
町
弐
反
三
畝
歩
程
両
片
貝
村
百
姓
手
作
仕
ぬ

他
村
分
当
村
江
手
作
之
事

田

畑

三

町

弐

畝

歩

程

江

木

村

分

手

作

仕

M
W

畑

九

反

五

畝

歩

程

五

代

村

分

手

作

仕

怜

当
村
=
市
場
無
御
座
M
W

当

村

人

。

前

橋

、

迄

道

法

壱

里

字
杉
山
御
林
小
松
苗
木
一
一
御
座
怜

同
三
左
衛
門
御
林
御
伐
立
-
一
相
成
申
M
W

同
夏
目
原
御
林
小
木
-
一
御
座
川

同
萱
野
無
御
座
怜

薪
取
場
赤
城
山
入
合
一
一

馬
草
場

百
姓
林
無
御
座
怜

郷
御
蔵

陣
屋
屋
敷
無
御
座
M
W

- 10ー

壱
ケ
所

取
申
M
W

右
同
断

壱
ケ
所



溜
井
弐
ケ
所
御
座
除

大

堰

三

ケ

所

小

堪

拾

ケ

所

大

橋

五

ケ

所

小
橋
弐
拾
ケ
所

百
姓
四
壁
無
御
座
除

割
付
之
外
何
ニ
市
茂
無
御
座
Mm

御
年
貢
之
外
何
=
而
茂
無
御
座
Mm

屋

根

師

壱

人

御

座

M
仰

木

挽

壱

人

御

座

除

大

工

弐

人

御

座

除

板

割

壱

人

御

座

怜

桶

師

弐

人

御

座

M
W

酒

造

弐

軒

御

座

怜

当
村
百
姓
家
数
百
三
拾
九
軒

当
村
百
姓
家
敷
百
三
拾
九
軒

本
百
姓
百
五
拾
壱
人

男
三
百
五
拾
四
人

人
数
合
七
百
弐
人
内
女
三
百
四
拾
八
人

郷

土

壱

人

御

座

怜

御
直
支
配
四
軒

人
数
合
弐
拾
四
人
内
男
拾
人

女
拾
四
人

馬

数

六

拾

七

疋

四

疋
内
御
直
支
配
持

牢
人
無
御
座
ぬ

当
山
方
山
伏
無
御
座
Mm

桑
畑
御
年
貢
地
ュ
植
置
申
Mm

蚕
少
々
仕
怜

田
肥
之
儀
ハ
大
豆
干
鰯
等
仕
ぬ

畑
肥
之
儀
ハ
小
糠
油
粕
等
仕
ぬ

一
作
間
糸
商
人
拾
三
人
御
座
除

一
当
村
之
内
市
場
問
屋
無
御
座
除

一

鉢

拍

壱

軒

一

人

数

七

人

内

男

四

人
女
三
人

右
者
此
度
郷
村
被
遊
御
改
除
、
依
之
委
細
御
室
百
上
怜
通
、
少
茂
相
違
無
御
座
除
、
為

後
日
依
而
如
件

~~ 

明
治
七
年
三
月

ハ
表
紙
》「

明
治
七
年

赤
城
山
牧
場
論
済
口
一
謹
書

三
月

北
第
八
大
区

六
小
区
」

右
村

名

主
組

頭

同同同同同長
百
姓

同

赤
城
山
牧
場
論
済
ロ
証
書

橋

造
崎

造
伊

郎

平

造
伝

郎

嘉

郎

津

平

吉

餅

》

船

津

伝

六

(
整
理
番
号
一

1
4
ν

黒高

重伴文重治

-11ー

乍
恐
以
書
物
ヲ
奉
申
上
M
W

今
般
、
赤
城
山
中
牧
音
拝
借
地
相
願
均
一
件
=
付
、
右
山
中
ず
萱
苅
取
之
村
々
種
々



苦
情
相
願
ぬ
処
ヨ
リ
御
官
員
御
派
出
=
相
成
、
厚
御
説
諭
之
上
、
別
紙
魚
絵
図

面
之
通
、
牧
場
宇
荒
山
扉
風
岩
ソ
ピ
へ
、
箕
輪
下
入
口
、
前
経
塚
入
口
、
四
十
八
曲

坂
上
、
右
箇
所
江
柵
門
相
定
、
馬
番
付
置
、
櫛
外
江
不
指
出
様
厳
重
取
締
可
致
、
万

一
柵
外
証
洩
出
M
W
節
者
、
御
上
様
法
律
ヲ
以
被
取
行
怜
共
、
申
分
無
之
外
、
字
岩
下

栗
林
・
一
小
沼
之
原
・
千
手
ケ
沢
・
カ
ク
マ
ン
淵
・
大
沼
端
・
沼
之
上
・
舟
ケ
沢
・
姥

子
坂
上
、
，
右
場
所
内
ェ
而
畜
養
致
之
、
尤
字
桜
沢
通
路
之
儀
者
、
萱
苅
取
之
者
弁
利
之

為
、
毎
年
十
一
月
一
日
ヨ
リ
三
十
日
之
問
、
馬
野
飼
之
儀
相
除
キ
、
萱
附
馬
往
来
之

妨
ケ
不
致
事
之
一
京
談
行
届
、
向
後
双
方
共
申
分
毛
頭
無
御
坐
除
、
此
段
連
印
ヲ
以
奉

申
上
除
、
以
上

明
治
七
年
三
月

J

萱
苅
取
村
々

北
第
三
大
区
壱
小
区

勢
多
郡
下
小
出
村

立

会

人

藤

井

清

作

同
弐
小
区

同
郡
龍
蔵
寺
村

副

戸

長

今

井

政

土

口

同
郡
青
柳
郁

立
会
人
小
野
沢
勝
五
郎

同

郡

荒

牧

村

立

会

人

養

田

喜

四

郎

同
郡
関
根
村

立

会

人

萩

原

与

八

同

郡

川

端

郁

副

戸

長

品

川

庄

平

岡
三
小
区

同
郡
上
細
井
村

副

戸

長

内

田

徳

平

次

同
郡
北
代
田
村

立

会

人

福

本

同
四
小
区

同
郡
不
動
堂
郁

副一
P
長

六

本

木

弥

土

口

同
郡
小
神
明
村

副

戸

長

長

岡

伊

平

次

同

郡

峯

村

副

戸

長

青

木

興

三

郎

同
郡
小
暮
村

戸

長

須

田

又

八

郎

同

郡

中

島

村

同

村

同

拾

弐

小

区

惣

代

勢

多

郡

幸

塚

郁

同

六

小

区

戸

長

奈

良

近

五

郎

勢

多

郡

漆

久

保

村

岡

郡

下

沖

之

郷

副

戸

長

奈

良

平

戸

長

千

木

良

音

七

同

郡

石

井

部

同

第

八

大

区

三

小

区

副

戸

長

椛

沢

蔵

勢

多

郡

瀧

窪

都

同

郡

田

島

村

小

前

惣

代

横

沢

勘

次

郎

副

戸

長

下

回

八

同

郡

横

沢

都

北

第

壱

大

区

六

小

区

'

小

前

惣

代

井

上

亦

五

郎

群

馬

郡

茂

右

衛

門

分

村

同

六

小

区

惣

代

石

原

定

次

郎

勢

多

郡

上

泉

都

勢

多

郡

西

片

貝

都

立

会

人

武

内

藤

蔵

立

会

人

清

水

粂

吉

小

前

惣

代

矢

嶋

市

太

郎

同

郡

東

片

貝

村

岡

郡

石

関

都

副

戸

長

豊

嶋

喜

平

次

戸

長

田

部

井

典

之

吉

同

拾

壱

小

区

小

前

惣

代

小

寺

仙

太

郎

同

郡

小

坂

子

郁

同

第

七

大

区

九

小

区

立

会

人

茂

木

伝

作

勢

多

郡

上

大

島

都

同

郡

鳥

取

村

立

会

人

石

田

戸

長

佐

藤

利

八

同

郡

下

大

島

村

同

郡

五

代

都

立

会

人

関

口

小

前

惣

代

倉

賀

野

伴

重

郎

同

郡

天

川

大

島

村

同

郡

端

気

村

立

会

人

関

口

戸

長

近

藤

嬉

平

太

同

郡

野

中

郁

同

郡

上

沖

之

郷

立

会

人

町

戸

長

岩

田

-12-

斎

藤

良E

四和徳音

正

蔵

武

平

長

蔵

同
五
小
区

同
郡
横
室
村

戸

長

田

同
郡
原
之
郷

'

副

戸

長

品

川

輿

平

次

仙

蔵

村

義

田

久

蔵

fl~ 

粂

八，



北
第
三
大
区
三
小
区

副

区

長

粕

川

友

平

次

同

四

小

区

副

区

長

池

田

莫

三

郎

同

五

小

区

副

区

長

萩

原

文

次

平

北
第
一
大
区
拾
壱
小
区

副

区

長

小

林

小

平

太

同
第
八
大
区
六
小
区

副

区

長

田

村

阿
拾
小
区

勢
多
郡
上
長
磯
村

副

戸

長

設

楽

忠

次

郎

同

郡

下

長

磯

部

副

戸

長

大

沢

文

五

郎

同

郡

女

屋

村

副

戸

長

真

下

半

蔵

同
拾
壱
小
区

勢
多
郡
究
井
郁

副

戸

長

斎

藤

敬

次

郎

北
第
一
大
区

貫

属

士

族

加

藤

良

夫

牧
場
拝
借
入

前
書
之
通
事
実
一
一
相
違
無
御
座
除
一
一
付
奥
印
仕
、
此
段
申
上
Mm
也

北
大
一
第
区
々
長

森

本

北
第
三
大
区
々
長

根

井

弥

七

郎

熊
谷
県
令

秀

治
駿

河

瀬

(
整
理
番
号

(
連
名
は
二
段
に
し
た
〉

2 

上
泉
古
文
書
総
目
録

(
注
)

明
治
二

O
年
前
後
以
降
の
も
の
は
未
調
査
で
あ
る
。

一
、
領

知
・
村

政
(
鉄
砲
・
請
・
達
・
議
定
)

ヨl

寛
延

年

標

題

年

次

備

平
茂二

位

)
衛考

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

31 485 262 268 454 ~~ ~~ ~i 33 488 456 272 271 139 591 101 35 2~~ 593 261 592 590 501 263 

化弘 化弘 化弘 化弘 保十天 十天保 十天保 保十天 保十天 保天 保天 文十政 文十政 文政 文政 文政 文政 寛政 天明 天明 和明 和明 和明 和明

年四一一一一一一一一年四一一一十年 年 七 一 一 一 年 十 四 一 年 九 十年七年七一一一一一一一一一 一 一
年年年年年年年年 年年十年十 年年年 年十 年

正 八 三 二 七月 七月 七月 四月 八月 三月 二月 二月 八月 二月 十月 四月 四月 二月 二月 九月 二月 九月 三月
月月月月

上用 五 西

泉玉 水の
組書人前

砲所林寺鉄堰子 件

な
ど
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49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

599 53 ~~ ~i 598 75 273 36 486 5~~ 487 545 500 132 277 491 51 44 283 107 264 265 29 489 

治明 治明 グ 治明 治明 治明 治明 応慶 文久 文久 延万延万安政安政政安 安政嘉永 永嘉 嘉永 嘉永化弘 化弘 化弘 化弘

五三
三年 年三 二年 二年 三年 年十二 十年二 年十元 年元 五年 年三 三年 年二 年七 年五 年三 年元 年五 年十四 年四 年四年年

六八
月月

二月 二月 二月 一月 二月 三月 四月 九月 一月 二月 九月 七月 八月 五月 一月 一月 十月 二月月月

留書県布達
若 若 病 博突
連 連

議 議
気

定 定 届
す関

る

紙

議定若者

66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

275 276 269 5~~ 437 432 305 189 28 594 574 743 11 557 745 78 620 

大目定議申 請 上御洛 村差 村 日

卯年 年寅 十治明 十治明 十治明 治明 治明 治明 治明

八
三月 八五一年九年九年七五
十月 二十 年年年 年

四六 四二一 四八
日日 月月月 月月

理喜善 ヒ鉄 火

ナ砲
書

な 形式 防
ど
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ニ
、
土

地
(
用
水
・
山
林
・
検
地
・
地
租
改
正
〉

5・64321

5762 50 115 131 140 

村吉

フ禄E フ禄じ フ禄じ 禄フロ

t 

一一一
年 年年年

四
月

フ禄E 
上泉村

の
一
部



27 26 25 23・24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

570 79 46 37・141194 103 106 125 162 142 174 60 59 193 177 185 126 192 122 152 

産ム量車 聖 書喜十h 毒寸 事寸」 車ム1 産寸一量一主 主 主主主 主 主一二2三言十里語T 

手年ハ十五年 二年十 年十ハ年 ハ年 ハ年 ハ年一年一年八年 八年 八年年八八年 八年 二年 一年

二二二一八 一一 八三三三三三三三三二
月月月月月 月 月 月 月月月月月月月月日月

52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 ~~ 36 35 34 33 32 31 30 29 28 

119 114 85 ~~ 148 42 569 121 86 184 22 266 102 87 1:t3 547 316 465 137 120 38 130 129 58 

語支五重 喜重量霊室重量棄棄五五五産十量産査室グ花十売十

年元 二年 年元 五年 五年 年四十 年四 年三十 三年十 年三 二年 五年 年三 八年 三年十 二年 二年十 十年十 三年 年コ 三年 年年

三月 九月 八月 七月 二月 二月 二月 一月 八月 九月 八月 正月 二月 二月 二月 一月 二月
四四 八三
月月 月月

書作る地田

こで
とあ
tこる
つが

願いて畑作物

上を

- 15ー



9~93 89 88 87 86 85 84 83 80~82 79 78 77 76 ~75 63~69 62 56~ ， 55 54 53 
~61 

618 ・ ~??12 560 556 747 572 619 607~2~ ・ 609554740 615 55221~;:;: ~~~・200 ・200193621 6562172392 613・614.l.，，"， 'OJvv VVV I"TI VIL.t V.1..J VV'605 '.-"..I":t I":tV V.LV V oJLJ 222201・202・227・627vU ~62 

口

着簿到 穫地収 証書

十治明 十治明 十治明 十治明 十治明治明 治明 グ 治明 グ 治明 f明台 治明 グ 治明 治明 治明 治明 慶応 元治

一年 一年 一年 一年十一年十年 年九 九年十 年九 年九 九年 八年 七年 年六 六年十 年十三 二年

九月 七七六五三一 十十一 五 一 一
月月月日月月 月 月月 月 月 月 月月月

187 '^~ '^~ 181 ，̂  ̂ "n  ， ~n ，，，，，n ，̂ n  'n^ ， n~ 105103 ，nn  ，M 98 n~ n~ 94 
~í90 186 185 ~Î84 180 112~179 111 110 109 108 107 I06 I04 102 101 ~100 97 96 95 
7 ・9393568155・~~~ 17 ~~~--:7~9::: 1・26036066602604-5159668223113670742610 616 4.5 VvU UVV 225・226 A' 736-1・2・3・4 ・2669WWU AAU  ~672 '7w VAV 617 

上

泉村地

改正租

野帳

治明 十治明 十治朗 十治明 十治明 十治明 十治明 グ グ 十治明 十治明 治十明 グ 十治明

年初 八年 八年 年八 年四 年四 年四 年四 年四 三年
年

カ
五 十月 九月 四- 十月月 月月月

畦畔調

車九z 
"" カ
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2・ ~5 23 22 21 20 19 18 1・~7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 d 戸 4 3 2 1 

年

貢

~~~ 315 41 323 291 322 292~îi_1308 293 298 307 306 301 319 295 310 299 300 149 318 304 123 

グ ノ恐付高t書ドi 畑t書引歩削占 ρ 

乍差 差 95i 
乍恐以吉付本願 帳i木村月水新期E 

グ恐上グ グ上グ // // /1 // // // 

i ぷ臣民 E 之事

申

ヰL

之事

上上
上{事民

上 丑

侯事 1長 候事 上帳 {事民 ノ

歩ヲ| 

十文化 文化 和享 天明グ 天明 安永安永安永安永和明和明 グ グ 和明 示明日 和明 和明 暦十宝 暦宝十 暦十宝 享保
宝
万く

年一十 六年 元年-二4 七年
年元七七六五九年 七 一 」 五 年 回 一 年四一一一

年年 年 年年年
ノ、

年年年年 年 年

二三三二四 六二二九五四四 三月 二月 四月 三月 三月 五月 四月 二月十日十月月月月日月 月月 月月 月月 月

御足免3布1貫石名M2手2 l 叫 御4門引の4刷林去創E三 ~I 臓水石凶4 年安永ノのぐ水 あ安永年 間 忠年瓦石引のU地思九可l 想 51 引 点 EB !警

信EZ免のE託定免出
方石引 石 石引田のこり4ー」賞引 方石引 地石引 地石引 石 石 地石引 石方引 地石己1

願石引願 願書 た五石願願 願願願願願願
願願 目 大め月 願歩

の原 水 のに との
件三 の

願石引大水が
イコ ~一 と

左 fこ し、 ろこ
二己 め て 引ろ

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
47 83 158 309 65 20 297 112 109 70 157~~ ・7271 314 25 253 48 543 190 105 165 111 40 92 

午諸役反掛御書 方御定e反控帳凶pFJ歎午恐L書附銅未中A 御検瓦l方合附帳日t 分地御帳命引石 令恐書イ似以イナド 卯方御検瓦合附帳山 畑御御容凶引歩 方4ノ帳印度ロ 方改組元帳凶刷 方改帳川71~ 下石代帳51 午年割附之事 御代御イ依引下1 願乍恐以書附手 御拙前歩御書U引 乍怨書付季願以 改元剛帳阿 司帳ト」l定年継方御免EB御上地御定免帳 御歩包i4反りi州諸御歩御書旧ヲI桜諸役歩ザ=併| 

t ま産 主主主 f 御空上給告
上{侯 諸帳帳

色上

化弘 弘化 化弘 化弘 弘化 化弘 十天保 十保天 十天保 十天保 グ 十天保 天保 保天 天保 天保 天保 グ 保天 天保 文政十 文政 文政 文政

五年 年四 三年 三年 二年 二年 年五 年四閏 年四 三年
三 六五五五四 一一 八年 ム一

年十年十年十 年年年 年十年年 年年十

正八三十十四九二 二二一十二三 二三十五三二
月月月月 月 月 月 月 月月月月月月 月月月月月月

田 田
作凶

村需地
書方JヲJ》l y高給ヤf イコ

破願免き上
帳 願

願定免カ
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79 78 77 76 75 74 73 72 71 70' 69 65~68 64 63 62 61 60 59 58 ~~7 55 54 53 52 

145 136 64 303 80 144 118 135 84 146 1641~; ・・ ~~~176 138 67 133 168 170 191 f2~ 116 21 108 63 

応慶慶応慶応慶応慶応慶応文久文久文久文久 グ 文久 文久文久文久文久万延安政安政安政 グ 永嘉嘉永嘉永

一一一一一年万間 一一一 年十二 年二 年元 年元 年元 年元 十年五 五年 年五
ム年四一

年十十年年十年年 十年年年年 年年

一一一七七五二四二 一月 六月 九月 九月 九月 五月 二月 十月 六月 二八八
月月月月月月月月月 月月月

Jコ
し、

て

4 3 2  1 

497 494 493 502 

差差差恐乍

文季候事 | 

グ 安永 天明 安永

八年 八年 二年

一一一一一一
月月月

四

98 97 96 95 94 9・ ~3 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 

312 56 98 320 159 ~I. 2 97 573 ~i 89 100 575 564 10 553 566 302 555 

i?i j i j j j jfij帳 j臣jjiij雇
帳事割賦帳 高

天明朗明明明明明明明明朗治明治明
十保治治治治治治治治治治治 1 

三九八八八七七六二六五二二二

年カ年十年年年十年年年年年年十年年十年十

五二四五二
十月 五月 九月 二月 二月 一月月月月月月

、ー~四ーー'

年 御

貢 検 綴冊

ヲi 見

石 願

戸
口

宗
門
人
別
・
酒
井
家
浪
人
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問 22~169 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 I 

13;iiZ~mm m4OM3116118198即 565285 195 151 39 91 90 196 99 66 495 503 2841 
~252 334~389 504~524 

送
り
一
キL

十治明 天保 治明 治朗 グ 治明 治明 治明 慶応慶応 元治 元治 元治 元治 文久 安政 グ 文政文化十

五

J年 年十四 年四
年四四二四二二二一一三五 ヌ年E 年-一

年 治明
年 年年年年年年フE 年フじ 年年

月 年四 一七 三三三四四四四三三三三 八三
月月 月月月月月月月月月月月 月月

戸署号書上

明
治
四
年
(
カ
)

つ酒地養
き井相子
不家統縁
所浪願組
持人に
の鉄付
旨副官 回 h

返 改 畑
答 メ 屋
に敷

744 498 540 

総群差乍
計馬上恐
県申以

実証需
区之奉
各事願
小上
区候
戸
籍

五
、
厄
介
地
・
不
斗
出

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

258 468 470 475 469 !~g 472 259 55 473 77 257 256 255 254 76 

除量長 候在 京躍 事書上 上重入帳

元治 嘉永 嘉永 十天保 天保十 保天 天保 保天 文化 文化手 寛政 安永 保寛

年二 三年 三年 年五年四 七年 七年 年六 五年 十一 六年 年五 三年

一八ム七八一一四一年一九月 一八
一月一 月 ノ月、 月 月 一月一 一月一 月 ー月ー ご月二 二月二 月

厄介地のこ 顕札乃者届斗聞〈
不斗出

る耕
手余 手余

訳申地手 リリ
人 入
の 不

とケ 除帳願
行、
届

桶屋鑑 対す
願
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由
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26 25 24 23 22 2119・2018 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

124 68 110 88 134 32 2・3 1 484 450 596 180 95 178 1~~ 23 477 481 483 541 173 478 290 289 

入証文 車童 長事事之主事主事

長ままままま草花十五年E五十福十雇 五五五五五五五量産高まま十十十 十四四

四年十七年 年七六年 年元 年元 年二 二年 年五 年四 十年四 年四 三年 八年 七年 年五 年四 三年 年二 三年 年四 年閏 年閏

十 十十十十十

六月 一月九日九月三月 九月 七月 三月 三月 月 四月 一月 九月 七月 正月 六月 二月 二月 一月 五月 回月 二月 二月 二月

十軒新建
作語方続金家く

新

夫重情願 犬事顧書
入
百

イ延長願整に

50 49 48 37 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 

15~ 94 82 741 544 576 611 601 169 563 19 179 15 8 1~ 183 182 15~ 74 1~ 1~ 1? 186 61 -2 v.  ~~ '." v.. V.V VH  VV" "Vv VVV "v  "'v"V  V -6 "~V "~~ -1 '. -4 -3 -1 

三治明 三治明 十治明 十治明 十治明 十治明 治明 治明 慶応 文久 万延 安政 安政 グ グ グ グ グ グ 安政 安政 安政

年十八 年十七 九年 六年 二年十 十二年 三年 十年元 年四 二年 年元 年六 年五 五五年四
十年年

八八十八二二九月 二二正七七
ーーム

一」 二二 /， 
月月月月月月 月 月 月 月月 月月月
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432  1 

324 398 546 567 

書望君主i量君f帳臨i章告
l脹

保天 安永 磨宝 延享

年三 年九 九年 年二

正月 四月 九月 = 月

寺読書

"" 奉
証文る

八
、
社

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

595 390 270 746 6~i 2泡7474 394 655 321 81 391 

資金

入

長 罰事返義|
返答書

(治明年甲 十治明 治朗 慶応 元治 元治 文久 永嘉 保天 天明

九年カ十五月 年六 八年 二年 二年 二年 年元 年五 二年 年八

四六八|)四 四 一 四二二
日 月月 月月月 月月月

橋前市 荷米出
る上
米泉
tこカミ

八に つら

十両 つい いて井白の
て 事 "" 

荷す出

七、

54 53 52 51 

542 482 480 433 

年未

七
月

七
日

寺

産

業
・
交

通

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

464 748 463 462 460 459 457 449 448 442 441 499 458 571 104 597 127 187 658 648 649 647 645 452 

勧化帳 用帳 I 

回月盟明現治翌曹 亥年六 賀学八 年卯 酉年 亥年六 子年 年氏年壬 年辰 資年 十治明 治朗 治捌 治明 治朗 元治 9 万延 安成 政安 保 | 
年九 二月 月一 四月 六月 月一 十五月 コ月 十一月 二月 十六月 年七 年七 年四 年十三 三年 年元 元年 七年 七年 年八

カ十十 十
一一四三一四一四八 四五一 二八 七正正九月
日日日日日日日日日 日月月 月月 月月月

差人出文料留場 若も 若も

の の
沼の
田う

豊人寺草 人富寺
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24 23 22 21 1:20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

641 640 636 638!l・~2634 630 396 632 631 490397629280466496492551 549 550 548 278 286 

花祭礼 諸祭諸乍恐諸諸入乍恐 お浪人諸諸祭

帳用帳 用帳 用帳 札 入事札之へ 之事札通 帳
用帳 之事用控 口

重之事

安政 安成 安政一 安政一 安政ー 嘉zムx嘉永 嘉氷 グ 嘉永一 義永一 嘉永 化弘 化弘一 保十天天保土 士天保 天保 王保 」天保 保天 安永里 暦士宝

五年 年四 年一 一年 一年 ハ年 五年 十二年 一年 一年 年克 年四 十一年十年四二年 年二 十年 年ハ 年ハ 年四 五月 十一年

二七八七六二七一 七=七七一一一九月 ーコココ一四一
月月月月月月 月 月 月月月月月日月 月月月月月日月

難届盗 祭礼
件ケのンカ件の久保村武右上村右仲泉

ごEコ三

にけ せ昼三飯 さ、
門御善間事と

つな

九
、
世

相

祭

ネL

47 46. 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

281 279 399 395 527 445 455 666 665 664 660 661 659 662 656 652 653 651 650 646 644 642 643 

f牛

三 寅年寅年 治明 治明 慶応 元治 元治 元治 元治 文久 万延 万延万延延万 安政安政 安政 安政

晦月五月干九九 平平一年回平年:年元年元平手一平一元年年元年七六年六年 年

日一 三 正正 三二七四三正正七七 七七正
日日月月月月月月月月月月月月 月月月

主書3提ヘ出たし権他五人1六T博門歌吉笑 壁 昔日支

芝 風

毒類突 ヱ

居 祭

量書 喜t主主思E 
-22-



17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

117 663 657 654 171 639 637 30 633 471 628 434 333 438 24 27 147 

霊p 入御幸 1喜帳賄喜護勘草i費は宜霊 草量 御

割E 周 之帳通 帳帳帳 事拘

証文

慶応 慶応 文久 文久 安政 安政 安政 安政 嘉永 嘉永 化弘 十天保 天保 天保 安永 宝暦 延寛

年四間 年二 二年 年元 年四 年四 二年 二年 年十子 年五 三年 一年十 年九 年六 年六 十年十 二年

四正正七正正八二二十三→正 四 二 二 四
月月月月月月月月月月月月月月月月月

居宅 米穀

J 一 扱

室
し、

書名出

イコ 上? L、

て

+ 4 3 2 1 

282 163 166 45 

iiF 

慶応 慶応 克治 文久

年四 三年 年元 三年十
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覚 連状印 取請

午

年
ムノ、

月

職諸人
不 J

両
二祥
分

二
、
妙
安
寺
総
合
調
査
報
告

宇事

(1) 

一

谷

山

記

録

成

恵

院

家

書

之

筆
記

一
祖
師
聖
人
江
当
寺
開
基
成
然
上
人
、
御
親
類
之
御
由
緒
者
、
成
然
上
人
御
父
中
務

少
輔
良
賢
朝
臣
之
室
者
、
八
幡
太
郎
義
家
御
嫡
子
対
馬
守
義
親
、
御
女
也
、
聖
人

御
母
吉
光
公
之
御
妹
也
、
依
之
聖
人
と
成
然
上
人
ハ
御
従
弟
也

一
当
寺
宝
物
阿
弥
陀
如
来
一
寸
三
分
黄
金
仏
つ
成
然
上
人
宰
実
卿
た
り
し
時
、

月
輪
関
白
兼
実
公
よ
り
守
り
本
尊
=
被
致
ぬ
様
=
与
へ
給
ふ
、
成
然
上
人
御

安
置
ぬ
由
也

一
当
山
宝
物
短
万
ハ
成
然
上
人
御
取
持
之
宝
銅
也
、
一
説
=
此
宝
刀
ハ
天
智
天

皇
御
所
持
=
し
て
、
鎌
足
公
江
賜
、
苗
育
故
、
幸
実
卿
御
伝
来
と
成
怜
由
な
り
、

然
共
此
説
者
不
分
明
也

一
当
寺
家
紋
者
成
然
上
人
以
来
十
六
重
菊
也
、
成
然
上
人
御
先
祖
之
代
、
禁
裏

よ
り
拝
領
家
紋
=
相
也
H
W

由
也

一
覚
如
上
人
三
村
江
御
入
之
節
、
成
海
法
師
奉
帰
依
、
御
末
寺
と
成
給
ふ
、
此
節
当

寺
安
置
之
祖
師
聖
人
御
寿
像
、
覚
如
上
人
写
彫
刻
シ
給
御
木
像
、
当
寺
山
号

之
額
真
筆
を
染
給
ひ
、
成
海
法
師
へ
御
付
属
也
、
右
中
字
之
横
額
也
、
然
所
慶
安

年
中
炎
上
之
節
、
此
額
も
焼
失
也

一
当
寺
三
村
居
住
之
内
者
、
成
然
上
人
以
来
木
像
御
影
様
御
堂
本
尊
=
安
置
、
本

尊
別
=
弥
陀
堂
-
一
安
置
祖
師
聖
人
御
真
筆
之
大
品
也
、
木
像
安
置
-
一
相
成
M
W

者
武
州
川
越
江
被
引
移
M

伸
一
後
也
、
委
ハ
本
尊
縁
起
井
最
頂
院
成
賢
院
主
之
筆

録
=
在
之
ぬ
也

一
成
音
法
師
、
成
遵
法
師
、
成
国
法
師
右
三
代
者
少
僧
都
な
り
、
尤
於
比
叡
山
座
主
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宮
任
官
是
山
官
也

一
成
信
法
師
者
勅
許
法
眼
大
僧
都
、
荷
徳
院
成
空
法
師
ハ

右
両
代
者
参
内
在
之
同
也

一
顕
如
上
人
織
田
信
長
公
と
御
戦
一
一
付
、
当
寺
十
四
世
成
信
大
僧
都
、
大
坂
江
馳
参
、

数
年
相
詰
連
々
勲
功
在
之
除
、
御
和
談
在
之
、
紀
州
鷺
森
御
移
住
故
、
御
静
謹
-
一

相
成
M

町
一
付
、
帰
国
在
之
同
節
御
召
網
代
御
輿
拝
領
也
、
下
問
刑
部
卿
頼
簾
ぷ
勲

功
御
称
美
之
書
翰
在
之
、
右
者
天
正
九
年
と
相
見
る
也
、
尤
具
-
一
ハ
相
知
ざ
る
な

り
、
初
而
往
古
人
。
網
代
輿
代
々
相
用
除
事

一
酒
井
雅
楽
助
殿
糊
御
嫡
子
河
内
守
殿
戸
時
御
次
男
備
後
守
般
向
右
両
子
之
御
実
母

者
日
蓮
宗
一
一
而
、
前
橋
養
行
寺
ニ
葬
ル
也
、
備
後
守
齢
者
河
内
守
最
前
橋
江
所
替
之

跡
弐
万
石
拝
領
、
武
州
川
越
城
主
也
、
今
若
州
小
浜
城
主
酒
井
讃
岐
守
般
計
仁
田
先

祖
な
り
、
当
寺
門
徒
之
御
母
堂
岩
継
母
也
、
家
中
石
川
氏
女
、
伺
而
御
宗
門
た
り
、

オ
ホ
カ
ミ

石
川
氏
一
類
者
当
院
門
徒
な
り
、
右
御
母
堂
者
河
内
守
肢
御
代
、
彼
家
ニ
而
大
督
様

と
称
シ
、
前
橋
本
丸
北
屋
舗
ュ
被
居
住
、
比
屋
敷
後
ニ
出
家
門
酒
井
弾
正
屋
敷
一
一
成

ル
、
河
内
守
殴
逝
去
、
御
嫡
子
雅
楽
頭
蹴
帥
御
代
ニ
成
リ
M

山
手
付
、
右
之
御
母
堂

備
後
守
殿
川
越
江
被
引
取
、
其
後
逝
去
な
り
、
同
所
法
善
寺
と
申
一
宗
-
一
市
葬
ル
、

最
頂
院
成
賢
院
主
川
越
江
焼
香
ニ
被
参
、
右
之
通
故
当
寺
ニ
墓
等
無
之
な
り
、
酒

井
家
ず
数
代
河
内
守
殿
と
も
被
称
怜
一
一
付
、
重
忠
者
古
河
内
守
肢
と
称
し
凶
也

一
成
信
御
房
、
成
空
御
房
、
法
橋
律
師
よ
り
段
々
昇
進
故
、
右
両
代
口
宣
案
等
頂

戴
在
之
怜
所
、
慶
安
三
年
炎
上
之
節
、
不
残
焼
失
な
り

一
顕
如
上
人
被
叙
二
日
間
親
王
御
門
跡
勅
許
一
一
付
、
院
家
衆
一
家
衆
始
リ
怜
節
、

成
信
大
僧
都
代
内
陣
一
家
ニ
御
取
立
也
、
伺
荷
徳
院
成
空
一
一
茂
継
目
内
陣
一
家
也
、

然
-
一
木
像
御
影
様
守
被
申
上
洛
被
差
上
怜
節
、
緋
八
藤
金
御
紋
五
候
精
好
素

絹
教
如
上
人
よ
り
許
領
、
向
後
着
用
可
有
之
旨
被
仰
出
、
委
ハ
最
頂
院
筆
録

=
在
之
、
荷
徳
院
大
僧
都
身
柄
ハ
右
之
通
御
取
立
在
之
怜
得
共
、
当
土
守
を
素
絹
地

=
被
仰
付
ぬ
と
申
義
ハ
無
之
、
荷
徳
院
身
柄
ハ
格
別
無
比
類
御
事
也
、
寺
柄
ハ

内
陣
地
也
、
然
一
一
最
頂
院
成
賢
継
目
之
節
、
教
如
上
人
以
思
召
当
寺
を
院
家

勅
許
法
印
大
僧
都
、

仰
付
ぬ
御
事
、
官
料
等

地
ェ
被
仰
出
版
、
尤
格
別
之
寺
柄
-
一
付
素
絹
地
=
被

者
一
向
不
差
上
ぬ
也

一
霊
像
将
来
、
当
寺
本
像
安
置
、
教
如
上
人
御
免
、
且
威
儀
僧
御
免
、
右
一

本
之
御
法
務
之
御
時
御
免
、
伯
御
印
書
下
問
刑
部
卿
法
眼
頼
廉
と
有
リ
、
廉
頼

ハ
西
之
僧
官
下
問
少
進
先
祖
之
由
也
、
右
御
免
ハ
当
寺
武
州
川
越
住
居
之
間
也
、

本
尊
将
来
之
来
由
ハ
、
荷
徳
院
大
僧
都
本
尊
縁
起
、
専
称
院
院
主
本
縁
起
ニ
詳
な

り
、
何
略
之
者
也

一
酒
井
雅
楽
頭
股
先
祖
古
河
内
守
殿
、
当
寺
を
川
越
へ
請
待
之
御
挨
拶
、
且
木
像

様
差
上
二
付
、
御
取
持
之
故
信
浄
院
様
よ
り
古
河
内
守
股
へ
御
挨
拶
之
御
室
田
翰

被
遣
同
御
文
ラ
一
口
一
一
、
然
ハ
妙
安
寺
義
其
地
へ
御
呼
御
懇
給
り
令
祝
着
凶
、
於
当
宗

格
別
之
古
跡
目
一
御
座
怜
問
、
此
上
宜
頼
存
同
等
と
被
仰
遣
除
、
右
御
書
翰
古
河

内
守
殿
よ
り
当
寺
へ
給
り
ぬ
誠
宗
御
室
田
翰
之
趣
也

一
一
一
一
村
よ
り
川
越
へ
寺
を
移
凶
節
、
家
司
加
藤
斉
宮
寺
中
覚
伝
坊
詳
比
一
師
、
玄
明
坊
幹
引

是
也
、
本
賢
坊
、
正
林
坊
被
召
連
、
コ
一
村
留
主
居
輪
番
ハ
荷
徳
院
大
僧
都
弟
子
徳
念

を
被
差
置
同
也
、
右
徳
念
出
生
者
当
寺
門
徒
三
村
源
右
衛
門
弟
也

一
木
像
御
影
様
為
御
替
等
身
御
影
頂
戴
ハ
当
寺
川
越
住
居
之
節
也
、
然
所
御
裏
一
ニ

下
総
国
幸
嶋
郡
三
村
郷
と
被
成
下
凶
二
二
村
ハ
当
寺
草
創
之
地
ず
歴
代
居
住
、
川

越
ハ
被
引
移
ぬ
而
間
茂
無
之
、
殊
ニ
以
御
使
者
御
授
与
之
御
事
故
、
国
郡
所
書
上
不

申
義
、
何
而
右
之
通
、
旧
地
之
国
郡
所
被
成
下
ぬ
也
、
且
又
猿
嶋
郡
往
古
ハ
幸
嶋

と
童
日
同
而
、
か
ら
し
ま
と
称
へ
同
と
も
、
又
さ
し
ま
と
称
へ
ぬ
と
も
申
由
也

ア
マ
ナ
ハ

一
古
河
内
守
股
三
河
国
西
尾
よ
り
相
模
国
甘
縄
在
所
替
在
之
、
纏
ニ
半
年
計
御
住
居
、

夫
よ
り
武
州
川
越
へ
所
替
在
之
由
也
、
併
彼
御
家
ニ
而
ハ
甘
縄
所
替
之
義
ハ
堅
被
秘

M

山
、
何
而
表
向
=
市
ハ
不
申
事
也

一
当
寺
上
野
国
厩
橋
へ
引
移
怜
節
よ
り
、
教
如
上
人
思
召
を
以
上
野
国
寺
国
法
触
頭

被
仰
付
ぬ
、
尤
其
節
ぷ
上
野
国
ニ
在
之
寺
者
、
高
崎
覚
法
寺
、
沼
田
平
等
寺
、

安
中
西
光
寺
、
宮
崎
乗
願
寺
也
、
覚
法
寺
ハ
出
寺
無
住
町
一
付
、
寺
跡
領
主
安
藤
右

京
進
股
、
下
河
辺
甚
左
衛
門
所
持
正
当
寺
へ
給
り
、
何
而
末
寺
-
一
致
置
川
、
覚
法
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寺
帰
寺
之
義
段
々
願
ュ
付
差
免
為
致
帰
寺
弘
所
、
神
谷
伊
左
衛
門
、
稲
垣
善
太
夫

等
依
願
直
参
を
免
致
触
下
置
除
、
其
後
西
派
江
致
改
流
除
、
西
光
寺
ハ
領
主
井
伊

兵
部
少
輔
殿
縁
家
=
付
、
所
替
之
節
被
連
、
跡
ハ
西
広
寺
と
改
相
続
、
今
之
西
光

寺
是
也
、
其
余
之
寺
ハ
皆
当
寺
引
移
り
後
起
立
也
、
大
胡
勝
念
寺
問
時
闘
ハ
荷
徳
院

大
僧
都
弟
子
行
信
を
差
遣
取
立
怜
寺
也
、
前
橋
政
淳
寺
ハ
酒
井
雅
楽
頭
股
家
老
本

多
刑
部
左
衛
門
取
立
也
、
同
所
大
泉
寺
ハ
最
頂
院
院
主
弟
子
源
貞
取
立
也

一
慶
長
七
年
東
照
権
現
様
、
祖
師
聖
人
木
像
御
影
御
本
山
江
可
被
差
進
由
、

上
意
上
使
本
多
藤
左
衛
門
殿
入
来
、
紫
御
紋
幕
拝
領
、
自
今
御
紋
被
下
之
怜
勝

手
可
被
相
用
旨
、
御
老
中
本
多
佐
渡
守
殿
御
奉
書
を
以
被
仰
越
除
、
大
判
金
三
拾

枚
頂
戴
也
、
具
=
最
頂
院
院
主
記
=
在
之
、
右
上
使
之
翻
被
仰
出
M
m

ハ
、
親
鷲

聖
人
木
像
御
影
井
伝
来
宝
物
可
被
為
成
上
覧
旨
、
藤
左
衛
門
殿
被
申
渡
M
W

、
何

而
同
年
於
駿
河
御
域
上
覧
、
荷
徳
院
守
護
ぜ
登
城
在
之
杯
、
此
節
御
寄
附
物

数
品
在
之
除
、
最
頂
院
々
主
=
記
、
詳
也
板
行
之
諸
記
=
東
照
宮
御
本
山
御
取

立
=
付
、
上
州
妙
安
寺
安
置
祖
師
聖
人
木
像
御
影
被
成
御
取
寄
、
教
如
上
人
江

御
寄
附
と
在
之
除
、
御
本
山
へ
差
上
怜
前
一
一
御
取
寄
上
覧
在
之
ぬ
故
、
夫
を

御
取
寄
御
寄
附
と
記
M
m

と
見
へ
除
、
右
之
通
書
記
M
m

得
ハ
御
本
山
御
規
模
御
威

光
=
聞
へ
宜
也

一
一
権
現
様
ぷ
上
使
被
成
下
怜
御
奉
書
之
趣
、
教
如
様
へ
荷
徳
院
具
被
申
上
除
、
御

満
悦
、
権
現
様
へ
宜
可
被
仰
進
由
、
猶
又
於
御
本
山
永
々
御
如
在
有
之
間

敷
旨
、
御
印
書
被
成
下
M
m

也

一
慶
長
八
年
木
像
様
荷
徳
院
守
護
=
而
上
洛
御
本
山
へ
差
上
除
也
、
御
入
洛
ハ
正
月

三
日
、
御
移
徒
御
法
事
ハ
正
月
廿
四
日
也
、
荷
徳
院
ハ
法
印
大
僧
都
、
初
而
緋
金

御
紋
五
保
拝
領
大
僧
都
衣
駄
之
由
、
左
除
へ
ハ
教
如
上
人
厚
キ
思
召
-
一
而
着

用
御
免
と
見
へ
難
有
御
事
也
、
右
上
洛
皆
当
寺
物
入
也
、
伺
而
御
暇
申
上
ぬ
節

為
路
用
金
子
百
両
被
下
置
ぬ
也

一
木
像
御
影
様
差
上
怜
節
、
教
如
上
人
御
染
筆
、
祖
師
聖
人
其
寺
開
基
江
為

形
見
授
与
木
像
御
影
、
今
度
我
等
依
望
被
抽
懇
志
守
申
、
上
洛
神
妙
之
至
偏
興
隆

仏
法
難
有
弘
、
因
於
其
寺
義
永
不
可
有
疎
略
旨
御
書
、
荷
徳
院
成
空
大
僧
都
へ
被

成
下
弘
、
誠
難
有
御
事
也
、
則
此
御
室
田
者
御
感
状
也
、
成
空
法
印
後
詮
御
書
と
被

名
付
M
W

也

一
木
像
御
影
様
差
上
在
京
中
信
浄
院
様
以
思
召
、
御
法
名
之
御
字
成
空
大
僧
都

へ
拝
領
被
伸
付
除
、
難
有
仕
合
一
一
被
存
除
、
然
所
恐
多
申
上
事
=
凶
得
共
、
拙

寺
開
基
成
然
上
人
以
来
不
闘
ニ
成
之
字
伝
来
之
所
、
唯
今
相
改
M
m

義
茂
難
仕
M
W

、

何
而
此
義
ハ
御
改
被
申
上
同
也

一
木
像
御
影
様
差
上
怜
節
、
従
教
如
上
人
当
寺
諸
役
永
々
御
免
也
、
侃
而
子
今

三
季
上
納
無
之
井
御
礼
御
定
在
之
除
、
御
免
物
一
一
而
茂
皆
冥
加
之
御
礼
也
、
定
諸
役

御
免
之
事
者
御
免
状
無
之
M
W

得
共
、
木
像
様
差
上

ht
付
、
酒
井
古
河
内

守
蹴
闘
御
取
持
故
、
国
家
老
高
須
隼
人
江
御
本
山
よ
り
御
挨
拶
之
趣
、
横
田
河

内
守
被
申
遣
怜
書
状
之
中
-
-
右
諸
役
御
免
之
御
事
在
之
、
則
右
之
書
状
当
寺
へ

給
リ
子
今
有
之
M
m

也

一
木
像
御
影
様
当
寺
ェ
御
安
置
申
ぬ
内
者
、
関
東
惣
御
末
寺
、
惣
御
門
徒
御
馳
走
被
申

除
、
然
所
御
本
山
江
被
為
入
ぬ
御
跡
、
御
替
等
身
御
影
様
=
而
ハ
御
門
末
当

寺
を
取
持
M
W

所
、
如
何
可
有
御
座
哉
、
何
卒
只
今
迄
之
通
御
馳
走
在
之
M
m

様
-
一
致

度
旨
申
上
ぬ
所
、
妙
安
寺
事
以
来
茂
各
於
馳
走
者
可
為
興
隆
旨
、
御
意
御
印
書
、

則
関
東
惣
末
寺
御
門
徒
江
被
成
下
、
難
然
木
像
様
御
本
山
江
被
為
入
怜
御
跡

ハ
、
御
門
末
所
持
茂
薄
ク
成
怜
由
也
、
近
来
他
国
之
所
持
一
向
無
之
歎
敷
事
也

一
木
像
様
差
上
除
節
以
来
為
助
成
、
諸
国
御
末
寺
御
門
下
へ
奉
加
之
義
永
々
被
成
御

免
除
、
則
其
旨
御
印
書
被
成
下
怜
也

一
教
如
上
人
当
寺
江
御
立
寄
之
節
、
黒
縮
綿
御
衣
荷
徳
院
拝
領
、
当
土
守
コ
御
一
-
宿
其

翻
、
当
寺
於
御
堂
御
座
着
座
仕
度
旨
奉
願
怜
一
所
、
早
速
御
聞
済
、
向
後
勝
手
=
着

座
可
有
之
旨
被
仰
出
、
御
免
書
於
当
寺
被
下
之
除
、
横
田
河
内
守
御
供
、
侃

而
御
免
状
茂
横
田
河
内
守
と
在
之
除
、
尤
御
忍
-
一
而
之
御
立
寄
=
ぬ
得
共
、
城
中
之

義
=
H
仲
間
、
内
々
酒
井
河
内
守
殿
江
達
之
怜
所
、
御
内
々
-
一
而
御
饗
応
在
之
怜
也

一
当
寺
往
古
J
安
置
太
子
七
高
僧
御
銘
、
覚
如
上
人
御
染
筆
画
工
土
佐
家
也
、
然
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所
教
如
上
人
以
思
召
、
太
子
大
師
六
祖
之
三
幅
ュ
御
免
、
龍
樹

天
親
御
駄
相
御
本
山
御
安
置
通
也
、
三
幅
共
=
授
与
釈
成
空
御
染
筆
被
成
下
拝

領
安
置
、
難
為
御
坊
無
御
免
御
影
無
比
類
難
有
御
事
也

一
教
如
上
人
以
思
召
荷
徹
院
巡
讃
御
免
、
其
後
又
以
思
召
於
自
院
向
後
式
文

拝
讃
御
免
、
於
御
本
山
報
恩
講
中
登
高
座
被
仰
付
、
右
御
意
之
趣
を
下

間
按
察
使
法
印
よ
り
申
来
、
讃
方
伝
授
之
儀
ハ
河
州
古
橋
願
得
寺
教
悟
江
被
仰

付
、
依
御
意
伝
授
也
、
夫
よ
り
累
代
相
伝
-
一
而
徐
寺
よ
り
伝
授
不
請
也

一
当
寺
前
橋
引
移
之
節
つ
古
河
内
守
殿
よ
り
城
中
馬
乗
小
路
=
寺
地
給
之
住
居
な
り

一
成
空
大
僧
都
ハ
隠
居
無
之
住
職
正
元
和
四
午
年
往
生
、
夫
よ
り
成
賢
院
主
住
職
、

何
荷
徹
院
者
贈
院
号
御
免
也

一
教
如
上
人
、
最
頂
院
へ
茂
荷
徹
院
同
様
-
一
御
懇
自
余
一
一
格
別
之
御
事
也
、
宣
如

上
人
一
一
茂
木
像
様
御
本
所
之
御
由
緒
被
思
召
上
、
教
如
様
御
同
様
ニ
御
懇
也
、

宣
如
様
一
一
ハ
御
茶
御
達
人
也
、
最
頂
院
々
主
茂
茶
功
者
故
御
気
=
入
、
在
京
之

節
者
毎
度
被
召
御
茶
-
一
被
罷
出
除
、
御
直
喜
被
成
下
拝
領
物
等
殊
外
御
懇
之
御

事
也
、
当
院
懸
所
下
総
三
村
、
祖
師
聖
人
一
番
形
御
影
御
厨
子
御
免
被
成

下
ぬ
様
ニ
被
願
ぬ
所
、
則
御
免
御
印
書
被
成
下
除
、
是
ハ
教
如
様
御
代
欺
、

宣
如
様
御
代
欺
未
考

一
荷
徳
院
大
僧
都
次
男
、
俗
形
望
一
一
而
宅
之
進
と
号
ス
、
然
所
安
藤
右
京
進
股
上
州
高

崎
城
主
之
節
、
下
河
辺
江
養
子
ヰ
差
遣
、
下
河
辺
甚
左
衛
門
と
号
ス
、
右
京
進
股

寺
社
奉
行
之
節
、
甚
左
衛
門
発
向
-
一
而
諸
大
名
衆
迄
被
用
ヒ
Mm
程
之
器
量
人
也
、
当

院
よ
り
被
出
ぬ
人
故
御
本
山
を
甚
大
切
存
御
所
持
被
申
凶
也

(
附
実
)
下
河
辺
甚
左
衛
門
、
安
藤
右
京
進
殿
家
老
、
諸
大
名
衆
迄
被
用
発
向
器
量
人
な

り
、
御
本
山
大
切
一
一
市
取
持
被
申
上
除
、
宣
如
様
琢
如
様
無
御
如
在
被
掛
御
目

除
、
御
寿
林
一
一
も
甚
入
魂
に
て
直
文
当
院
一
一
も
有
之
Mm
也
、
甚
左
衛
門
名
乗
副
隆

一
江
戸
八
町
堀
報
思
寺
教
信
往
生
=
付
、
跡
目
之
儀
幸
親
類
中
之
由
一
一
ぬ
問
、
御
手
前

御
次
男
竹
代
丸
蹴
被
遣
可
然
之
由
、
宣
如
上
人
御
意
之
趣
、
粟
津
右
近
ぷ
申
来

ル
、
何
最
頂
院
院
主
次
男
竹
代
丸
事
、
報
恩
寺
へ
入
院
、
智
教
院
宣
了
法
印
是
也

一
荷
徳
院
大
僧
都
ハ
式
文
拝
讃
御
免
、
御
本
山
登
高
座
迄
御
免
之
御
事

-d問、

自
今
於
白
院
永
々
式
文
拝
讃
御
免
被
成
下
同
様
-
一
宣
如
上
人
へ
最
頂
院
々
主

願
上
川
所
、
自
余
三
和
替
怜
義
被
思
召
上
、
願
之
通
永
々
御
免
、
則
其
旨

御
免
書
頂
戴
怜
也

一
当
院
掛
所
三
村
ニ
太
子
七
高
祖
無
之
ニ
付
、
最
頂
院
成
賢
宣
如
上
人
御
代
被
願
御

免
、
則
御
一
畏
御
染
筆
被
成
下
安
置
、
然
所
七
高
祖
御
銘
無
之
ニ
付
、
一
如
上

人
御
代
、
即
往
院
成
実
被
相
願
御
銘
御
染
筆
被
成
下
除
、
且
又
御
絵
伝
茂
無
之
一
一

付
、
最
頂
院
宣
如
上
人
御
代
被
相
願
御
免
、
則
御
裏
御
染
筆
被
成
下
怜
也

一
宣
如
上
人
当
寺
由
緒
を
以
思
召
-
一
而
、
最
頂
院
成
賢
巡
讃
御
免
也
、
下
河
辺
甚

左
衛
門
よ
り
御
礼
申
上
怜
所
、
両
門
様
昭
柳
欄
御
満
足
之
旨
、
粟
津
右
近
尉
、
多

賀
主
膳
正
連
名
之
書
状
、
併
右
両
人
J
之
書
中
当
院
へ
被
差
越
ぬ
也

一
最
頂
院
々
主
兼
市
願
望
=
、
当
寺
ハ
御
本
山
御
堂
木
像
様
御
本
所
之
御
事
、

誠
ェ
無
比
類
御
本
山
江
御
由
緒
也
、
何
教
如
上
人
よ
り
荷
徳
院
大
僧
都
江
者
非

例
御
免
物
数
多
難
在
之
、
一
代
之
御
免
、
尤
永
々
相
残
リ
無
比
類
と
茂
可
申
者
、

太
子
法
然
六
祖
三
幅
御
影
也
、
其
上
予
継
目
之
節
院
家
地
-
一
御
取
立
被
成
、
其

上
格
別
之
御
取
扱
難
有
事
也
、
此
上
ハ
木
像
様
御
本
所
当
院
永
々
之
規
模
一
一
本

堂
御
影
堂
両
堂
豪
、
御
免
諸
事
御
本
山
之
通
御
許
容
被
成
怜
様
=
相
願
度
、

此
義
蒙
御
免
除
得
者
誠
御
宗
門
無
双
之
寺
格
一
一
除
、
殊
ニ
宜
如
上
人
江
御
茶
-
一
而

罷
出
怜
故
格
別
御
懇
之
儀
、
且
下
間
治
部
卿
粟
津
右
近
尉
江
別
懇
一
一
怜
ヘ
ハ
、
是

程
宜
時
節
ハ
又
在
之
間
敷
、
是
非
御
歎
申
上
度
、
尤
非
例
之
上
至
而
重
キ
願
一
一
怜

へ
ハ
、
表
向
願
M
W

而
茂
御
聞
済
可
有
之
事
と
も
不
被
思
除
、
何
茶
道
執
心
之
事
故
、

上
洛
=
而
嵯
峨
=
宜
数
寄
屋
在
之
を
被
借
リ
請
一
年
程
逗
留
、
其
節
茂
御
直
書
被
成

下
、
御
茶
バ
エ
茂
度
々
被
召
御
懇
之
御
事
共
也
、
右
滞
留
中
段
々
治
部
卿
右
近
尉
を

以
、
内
々
右
之
願
を
御
歎
申
上
ぬ
故
、
宣
如
上
人
へ
内
々
度
々
被
達
高
聴
怜
所
、

宣
如
様
御
意
之
趣
ハ
妙
安
寺
事
ハ
木
像
御
影
御
本
所
故
、
自
余
=
相
替
格
別
之

事
-
一
而
ハ
ぬ
得
共
、
左
様
之
願
ハ
宗
門
非
例
之
儀
、
殊
一
一
本
山
同
様
之
事
故
疎
略
-
J

不
思
ぬ
へ
共
、
此
願
ハ
難
差
免
除
と
幾
度
申
上
怜
而
も
、
右
之
通
之
御
意

--M仰

と
治
部
卿
、
右
近
尉
手
切
之
趣
-
一
被
申
除
、
伯
最
頂
院
院
主
=
茂
無
是
非
差
拘
被
致
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帰
国
怜
得
共
、
最
頂
院
々
主
被
存
M
m
ハ
善
知
識
之
御
意
御
尤
至
極
之
御
事
、

御
本
山
を
樟
M
m
程
之
願
=
凶
ヘ
ハ
、
中
々
容
易
-
一
御
聞
済
可
被
成
下
事
と
ハ
不
存

除
、
併
祖
意
=
相
譜
M
m
御
事
一
一
ぬ
ハ
、
御
聞
済
ミ
在
之
時
節
も
可
有
と
被
存
、

右
之
願
望
不
断
被
懸
心
頭
除
、
成
了
院
主
報
思
寺
宜
了
法
印
、
下
河
辺
甚
左
衛
門

へ
被
相
談
者
、
予
茂
段
々
年
老
=
成
ぬ
得
ハ
又
々
御
歎
申
上
度
怜
得
共
、
宣
如
様

ケ
程
=
自
徐
=
相
替
御
懇
被
成
下
M
m
所
、
御
開
済
茂
難
被
為
在
趣
=
除
問
、
一
分
斗

之
願
=
而
者
御
免
茂
有
間
敷
M
仲
間
、
幸
酒
井
河
内
守
腫
御
発
向
之
儀
、
殊
一
一
御
本
山

カ
ス
ガ
ノ
ツ
ポ
子

へ
御
懇
意
之
事
=
M
W
問
、
御
取
持
之
儀
御
頼
申
、
春
日
局
剃
髪
大
猷
院
様
御
比
丘

オ
ジ
ユ
リ
ン

尼
衆
御
寿
林
発
向
之
人
、
殊
-
一
御
宗
門
-
一
而
御
本
山
甚
大
切
-
一
被
致
怖
、
御
本
山

よ
り
も
御
懇
意
ニ
御
手
入
被
成
除
程
之
人
一
一
而
除
、
然
所
当
寺
へ
別
懇
=
除
問
、
是
へ

茂
偏
-
一
相
頼
可
申
除
、
河
内
守
股
御
寿
林
よ
り
木
像
様
御
由
緒
を
以
、
妙
安
寺

願
望
之
義
御
免
被
下
ぬ
様
-
一
厚
タ
御
頼
-
一
怜
ハ
、
御
聞
済
有
間
敷
も
の
一
一
而
も

無
之
杯
、
ヶ
程
宜
手
筋
者
又
無
之
も
の
=
M
仲
間
、
是
非
々
々
可
相
願
旨
被
申
同
所

各
可
然
旨
=
除
、
甚
左
衛
門
申
怜
ハ
両
御
門
跡
様
厚
ク
被
掛
御
目
被
下
M
m
義
、

又
私
茂
公
辺
御
願
事
等
随
分
致
出
情
御
取
持
申
M
m
儀
、
殊
治
部
卿
股
、
右
近
尉

殿
へ
茂
致
懇
意
除
問
、
共
々
御
願
可
申
ぬ
問
、
被
思
召
立
同
様
=
と
甚
左
衛
門
被

相
勤
除
、
伯
右
河
内
守
蹴
弁
御
寿
林
江
御
願
申
同
所
領
掌
一
一
而
、
河
内
守
殿
よ
り
御

寿
林
江
御
懇
=
御
頼
被
成
、
又
粟
津
右
近
尉
江
河
内
守
股
江
戸
家
老
関
主
税
よ
り

河
内
守
殿
御
頼
之
趣
申
遺
ス
、
御
寿
林
よ
り
治
部
卿
右
近
尉
へ
河
内
守
殿
御
頼
之

趣
、
自
身
=
茂
厚
P

被
相
願
怜
趣
被
申
遺
除
、
尤
最
頂
院
々
主
よ
り
も
治
部
卿
右

近
尉
江
内
々
段
々
相
頼
両
人
被
取
持
、
則
御
聞
済
一
一
而
御
本
山
之
通
両
堂
御
免

被
成
下
、
則
御
印
室
田
被
下
之
、
其
御
文
言
=
、
貴
寺
自
徐
=
相
替
格
別
之
由
緒

在
之
=
付
、
御
望
之
通
御
堂
向
御
本
山
之
通
御
免
之
旨
一
一
而
、
他
家
よ
り
御
頼
之

筋
ハ
一
向
無
之
除
、
誠
二
難
有
御
事
共
也
、
元
御
免
書
ハ
御
本
山
之
通
御

免
と
在
之
、
右
近
尉
よ
り
関
主
税
介
へ
被
返
札
=
為
宗
門
非
類
本
山
之
通
両
堂
被

致
免
許
ぬ
と
有
之
、
此
書
状
当
院
へ
給
怜
、
此
節
御
寿
林
λo
当
院
へ
之
文
数
通
、

下
河
辺
甚
左
衛
門
へ
治
部
卿
右
近
尉
J
書
状
茂
給
M
W
、
定
当
宗
無
双
之
規
模
也

一
御
寿
林
之
文
之
内
て
上
野
日
門
跡
様
=
ハ
七
条
御
門
跡
様
之
甥
御
様
と
有
之

M
m
ハ
、
東
叡
山
第
二
世
久
遠
寿
院
様
=
ハ
花
山
院
股
御
子
ニ
而
、
信
浄
院
様
御
孫

伺
而
御
甥
之
由
、
即
往
院
々
主
御
物
語
之
所
、
予
先
年
在
府
之
靭
、
江
戸
下
谷
教

謹
寺
真
寛
心
安
出
会
之
節
、
教
詮
寺
東
叡
山
へ
厚
キ
御
由
緒
有
之
旨
物
語
ェ
而
、
久

遠
寿
院
准
三
宮
御
伝
一
冊
東
叡
山
御
蔵
板
-
一
而
彼
寺
へ
拝
領
什
物
之
由
被
為
見
除
、

左
之
通
令
抜
書
置
M
仲
間
、
此
記
江
戴
者
也

束
叡
山
久
遠
寿
院
准
三
宮
御
俸
齢
法
親
王

先
師
久
遠
寿
院
准
三
宮
講
公
海
、
姓
藤
原
氏
花
山
院
左
大
臣
定
田
川
公
之

一

一

メ

ノ

ナ

リ

嫡
孫
而
左
少
将
忠
長
朝
臣
之
子
也
、
母
-
藤
原
氏
、
号
ニ
教
詮
院
一
東

ノ

ノ

ナ

リ

テ

本
願
寺
開
祖
教
如
之
長
女
也
、
師
以
二
慶
長
十
二
丁
未
十
二
月
十
二
日

セ
ヲ
b

p

=

ノ

生
意
、
父
忠
長
有

v故
、
定
一
一
子
東
奥
一
其
弟
定
好
襲
v爵
故

師

幼

市
鞠
一
J
T
母
家
一
一
元
和
六
年
庚
申
、
師
年
十
四
メ
而
慈
眼
大
師
、
適
自
一
関

テ

リ

=

テ

ノ

-

一

メ

ツ

bw

ヲ

チ

テ

ヒ

東
一
来
在
v京
聞
一
一
一
師
貴
族
之
子
、
且
有
;
儀
観
一
乃
就
由
一
母
家
一
乞

之
可
約
メ
以
テ
為
一
一
継
嗣
一
母
家
允
許
m
遂
一
一
従
一
大
師
一
一
往
一
東
武
一
一
五
々

以
上
抜
書

教
詮
院
殿
者
教
詮
寺
開
基
也

一
当
寺
御
堂
向
御
本
山
之
通
御
免
、
両
堂
建
立
-
一
付
諸
国
宝
物
披
露
被
願
上
同

所
、
則
御
免
従
御
本
山
奉
加
最
初
之
為
御
志
、
白
銀
五
拾
枚
被
下
置
M
m
、
夫

よ
り
諸
国
巡
回
一
一
而
両
堂
建
立
有
之
ぬ
也

一
当
寺
御
堂
向
御
本
山
之
通
御
免
ニ
付
、
廿
四
輩
御
末
寺
中
J
、
今
度
妙
安
寺

江
両
堂
御
免
之
義
無
比
類
御
事
一
一
除
、
如
何
様
之
義
=
而
御
免
被
成
下
M
m
哉
之

段
被
申
上
-
一
付
、
自
余
一
一
相
替
ぬ
訳
御
下
知
状
左
之
通
、
廿
四
輩
六
番
上
野
厩
橋

妙
安
寺
御
堂
向
御
本
山
之
通
被
成
御
免
除
-
一
付
、
各
以
書
付
被
申
上
ぬ
得
共
、

妙
安
寺
開
基
成
然
上
人
ハ
御
開
山
様
御
親
類
故
自
往
古
自
余
=
替
ぬ
御
取
扱
-
一

M
m
、
殊
ニ
木
像
御
影
様
被
差
上
同
町
一
付
、
従
先
門
様
格
別
-
一
被
仰
什
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M

仲
間
、
左
様
有
可
御
心
得
旨
家
老
中
連
名
ニ
市
廿
四
輩
御
末
寺
江
御
下
知
状
出
泌
、

右
之
御
下
知
状
廿
四
輩
一
番
故
、
報
恩
寺
へ
相
納
被
置
ぬ
所
、
報
恩
寺
宣
了
法
印

pho
還
相
院
々
主
へ
被
進
町
一
付
、
当
寺
へ
相
納
リ
怜
也

一
当
寺
御
宝
物
成
賢
院
主
守
被
申
、
上
洛
一
一
市
御
拝
覧
之
義
被
相
伺
怜
所
、
宣
如
上

人
、
琢
如
上
人
御
拝
覧
被
為
成
除
、
菊
御
門
よ
り
入
於
小
寝
殿
荘
怜
也
両
門

様
J
御
散
物
鳥
目
被
成
御
備
怜
也

一
等
身
御
影
様
拝
領
之
節
教
如
上
人
御
授
与
之
御
裏
被
成
下
ぬ
、
下
問
按
察
使
ぷ

御
本
山
御
伝
来
蓮
如
上
人
御
染
筆
、
等
身
御
影
以
御
使
者
被
下
ぬ
趣
、
添
翰
難

有
之
末
代
之
信
伝
疎
略
ニ
為
不
成
木
像
御
影
様
井
等
身
御
影
様
之
由
来
を
善

知
識
御
染
筆
頂
戴
等
身
御
影
江
奉
添
置
度
、
御
拝
覧
之
節
成
覧
院
家
被
願
上

同
所
、
則
御
添
書
宣
如
上
人
御
染
筆
被
成
下
怜
也

一
同
時
宣
如
様
思
召
を
以
大
口
問
本
尊
御
授
与
、
則
御
一
表
授
与
釈
成
賢
と
被
成
下

hw
也

一
当
寺
前
橋
へ
引
移
鐘
無
之
一
一
付
、
最
頂
院
院
主
建
立
之
願
望
-
一
市
奉
加
在
之
怜
所
、

酒
井
雅
楽
頭
殿
家
中
太
田
金
兵
衛
問
問
石
当
院
之
門
徒
故
、
為
調
堂
金
子
百
両
被
納

除
、
則
右
之
金
子
鐘
鋳
之
節
其
佳
入
弘
、
伺
而
音
甚
宜
也
、
其
後
数
度
炎
上
之
節

焼
落
ぬ
得
共
、
損
事
無
之
音
茂
不
替
、
定
黄
金
之
徳
也

一
報
思
寺
智
教
院
宣
了
法
印
実
子
無
之
ニ
付
、
最
頂
院
成
賢
院
主
三
男
宅
丸
養
子
一
一

被
相
望
差
遣
ス
、
謝
徳
院
宣
翁
院
家
是
也

一
祖
師
聖
人
御
真
一
筆
小
幅
六
九
字
御
名
号
石
摺
二
子
、
御
門
徒
中
江
授
旨
致
度
旨
、

宣
如
上
人
へ
成
賢
院
家
被
願
上
川
印
所
、
則
御
免
御
印
書
被
成
下
、
夫
J
成
賢
院

主
右
両
幅
尊
号
自
身
被
透
写
石
摺
ニ
彫
刻
為
致
同
也

一
当
寺
内
仏
本
尊
ハ
往
古
よ
り
宝
物
之
内
定
朝
作
之
木
仏
安
置
御
閉
山
様
御

影
、
成
然
上
人
肖
像
往
古
よ
り
安
置
在
之
ぬ
得
共
、
御
名
御
裏
無
之
ェ
付
宣
如

上
人
へ
願
上
空
所
、
内
仏
安
置
開
基
肖
像
御
染
筆
被
成
下
川
印
義
難
被
遊
除
、
然
共

自
余
=
相
替
、
丘
一
事
伝
来
之
通
可
被
致
安
置
旨
御
印
書
被
成
下
ぬ
也

一
最
頂
院
成
賢
院
主
四
男
六
丸
、
十
二
歳
之
時
成
賢
院
主
へ
被
望
同
ハ
、

兄
弟
茂
大

勢
之
事
ュ
ぬ
問
、
私
ハ
浄
土
宗
一
一
相
成
本
山
僧
正
地
住
職
迄
ニ
茂
昇
進
申
度
願
望
一
一

同
、
最
頂
院
被
差
留
ぬ
得
共
六
丸
申
同
ハ
、
他
宗
と
ハ
乍
申
元
祖
聖
人
御
宗
旨

之
事
一
一
ぬ
得
者
、
鈴
宗
と
ハ
違
同
世
論
長
命
一
一
怜
ハ
、
、
惣
本
山
住
職
ニ
茂
相
成
M
W

得

ハ
、
御
宗
門
之
深
厚
を
も
相
弘
度
浄
土
宗
之
出
家
と
成
、
十
八
檀
林
正
学
文
致
度

旨
段
々
被
相
願
ぬ
一
一
付
、
左
程
=
被
存
H
W

ハ
、
庶
子
之
義
一
一
市
川
叩
問
、
勝
手
一
一
被
致

ぬ
様
ニ
成
賢
院
主
免
許
有
之
ぬ
条
、
夫
人
。
上
州
新
田
郡
太
田
大
光
院
夢
幻
和
尚
ハ

大
徳
之
僧
故
、
弟
子
与
成
剃
髪
出
家
し
て
理
誉
了
玄
と
授
ら
れ
、
於
彼
寺
修
学
有

之
、
然
処
了
玄
幼
年
之
内
夢
幻
和
尚
往
生
ニ
付
、
武
郷
幡
随
院
新
知
思
寺
第
四
世

森
蓮
社
遵
誉
規
屋
和
尚
之
会
下
一
一
属
、
血
脈
被
受
躍
也
碩
学
多
才
-
一
成
給
ふ
也

一
最
頂
院
成
賢
院
主
五
男
七
丸
東
泰
院
様
以
思
召
庶
子
得
度
被
成
御
免
公

名
宮
内
卿
法
名
実
円
号
徐
間
一
一
而
被
居
同
所
、
武
郷
芝
法
泉
寺
ハ
相
馬
兵
庫
雑
対
千
石

之
息
一
一
而
、
成
賢
院
主
之
室
智
光
院
弟
也
、
右
之
内
縁
有
之
=
付
宮
内
卿
を
養
子
一
一

貰
度
旨
被
望
怜
所
、
法
泉
寺
ハ
飛
槍
地
一
一
ハ
同
得
共
、
内
縁
在
之
怜
間
差
遣
度
旨

御
本
山
江
御
伺
申
上
M
W

得
者
差
遣
M
W

様
=
蒙
厳
命
、
其
上
当
寺
以
由
緒
法
泉

寺
徐
問
地
ニ
御
取
立
、
則
法
泉
寺
徐
間
御
免
震
難
有
御
事
也

一
三
村
掛
所
者
推
古
天
皇
勅
願
ニ
よ
り
て
聖
徳
太
子
開
闘
之
地
、
成
然
上

人
嘗
基
を
補
ひ
妙
安
土
守
合
一
草
創
、
往
古
よ
り
妙
安
寺
領
と
号
し
除
地
也
、
然
所
成

賢
院
主
大
猷
院
様
御
代
東
照
権
現
様
上
使
被
成
下
、
依
上
意
祖
師
聖
人

御
自
作
御
木
像
御
本
山
へ
差
上
、
則
上
使
之
靭
御
紋
幕
拝
領
御
紋
御
免
、
井

荷
徳
院
神
君
へ
御
出
入
被
申
御
懇
被
成
下
拝
領
物
在
之
除
、
右
之
由
緒
及
言
上

除
地
を
御
朱
印
-
一
成
下
同
様
乙
、
正
保
年
中
ぷ
被
願
上
除
、
酒
井
雅
楽
頭
最
前

御
老
中
御
役
ニ
而
厚
キ
御
取
持
也
、
則
慶
安
一
冗
年
八
月
十
七
日
右
之
除
地
を
高
十
石

任
先
規
御
寄
附
、
井
寺
中
竹
木
諸
役
等
御
免
如
有
来
永
不
可
有
相
違
旨
御
朱

印
被
成
下
頂
戴
、
其
段
御
本
山
江
申
上
怜
処
宣
如
上
人
御
満
悦
被
成
、
雅
楽

頭
段
江
御
挨
拶
之
御
書
翰
被
遣
凶
、
右
之
御
書
翰
雅
楽
頭
殿
A
O
当
寺
へ
被
給
ぬ
也

一
当
院
宝
物
高
台
寺
形
天
白
台
ハ
太
閤
秀
吉
公
北
野
一
一
お
ひ
て
千
服
茶
在
之
、
諸

大
名
江
御
饗
応
之
節
御
用
ひ
之
品
也
、
神
君
江
被
進
M
W

内
を
信
浄
院
様
江
被
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進
東
泰
院
様
御
伝
来
也
、
其
内
を
一
ツ
最
頂
院
院
家
拝
領
也

一
当
院
宝
物
宣
如
上
人
御
作
御
一
重
切
花
入
者
最
頂
院
院
主
六
十
賀
於
京
都
被
催

怜
節
宣
如
様
御
祝
千
世
、
友
と
銘
を
被
遊
、
右
之
花
入
へ
御
染
筆
=
市
千
世
友
光

従
と
被
成
、
成
賢
院
家
頂
戴
難
有
事
也

一
成
賢
院
主
中
風
被
相
煩
、
住
職
之
内
ぷ
成
了
院
主
茂
寺
務
在
之
ぬ
也

一
覚
如
上
人
御
影
寄
進
三
州
J
被
引
移
民
、
本
多
刑
部
卿
左
衛
門
也
、
法
名
風
残
、

イ

キ

ロ

酒
井
雅
楽
頭
殿
国
家
老
蒋
石
意
気
揚
刑
部
左
衛
門
是
也
、
成
空
法
印
代
也
、
右
本

多
刑
部
左
衛
門
ハ
当
院
之
旦
頭
也
、
子
息
刑
部
左
衛
門
之
代
一
一
成
、
旦
頭
之
所
、

当
寺
取
扱
軽
Mm
杯
と
難
題
を
被
申
、
成
賢
院
主
と
兼
而
不
和
也
、
併
表
向
無
故
障

三
州
中
ノ
卿
浄
妙
寺
ハ
、
先
祖
J
檀
那
寺
其
上
一
類
故
此
新
発
意
超
宗
を
呼
、
一

寺
を
建
立
此
門
徒
一
一
成
度
旨
=
而
最
頂
院
院
主
へ
被
相
願
Mm
所
領
掌
在
之
除
、
伺
取

立
怜
土
守
今
之
前
橋
政
淳
寺
是
也

一
蓮
如
上
人
御
影
寄
進
小
野
田
七
郎
兵
衛
尉
ハ
雅
楽
頭
股
江
戸
家
老
語
法
名
浄
了
、

教
如
上
人
御
影
寄
進
ハ
右
之
小
野
田
七
郎
兵
衛
と
山
本
忠
左
衛
門
尉
也
、
右
忠
左

衛
門
茂
雅
楽
頭
股
江
戸
家
老
語
法
名
了
益
、
右
三
人
共
一
一
当
寺
門
徒
也
、
此
両
幅

ハ
成
賢
院
主
之
代
也
、
願
主
ハ
敬
了
院
主
也

一
三
村
留
主
居
輪
番
徳
念
子
最
頂
院
々
主
弟
子
=
成
、
法
名
順
西
、
後
-
一
専
西
と
も

言
、
留
主
居
輪
番
申
付
被
置
弘
、
其
後
寺
号
願
度
旨
こ
雨
、
寛
永
年
中
御
本
山
へ

願
上
願
正
寺
と
御
免
、
順
西
子
了
念
、
即
往
院
々
主
弟
子
と
成
、
願
正
寺
ニ
申
付

留
主
居
輪
番
被
申
付
置
弘
、
其
後
飛
櫓
相
願
度
旨
、
即
往
院
々
主
へ
了
念
願
ぬ
所
、

是
迄
前
橋
寺
中
井
三
村
輪
番
威
儀
僧
-
一
而
、
前
橋
寺
中
之
常
末
席

-d所
、
飛
櫓
↑
相

成
M
W

而
ハ
前
橋
寺
中
へ
差
障
リ
M

仲
間
難
成
旨
、
即
往
院
々
主
被
申
ぬ
所
、
飛
櫓
一
一

相
成
ぬ
而
も
前
橋
御
寺
中
と
座
次
第
出
勤
可
仕
旨
申
Mm
一
一
付
、
飛
櫓
相
願
遺
怜
也

一
寛
永
年
中
成
賢
院
主
暫
御
鍵
被
勤
ぬ
也

一
慶
安
二
年
成
賢
院
主
隠
居
、
最
頂
院
と
御
免
、
夫
よ
り
敬
了
院
主
住
職
、
法
名

成
了
と
被
改
M
m

也

一
宣
如
上
人
成
了
院
主
へ
茂
最
頂
院
々
主
同
様
=
御
懇
被
成
下
ぬ
也

一
慶
安
コ
一
年
三
月
三
日
夜
白
火
=
而
、
両
堂
、
書
院
、
庫
裏
一
、
寺
中
悉
炎
上
、
其
翻
迄

ハ
御
宝
物
別
々
之
箱
へ
奉
入
、
奥
之
押
込
一
一
棚
を
釣
M
W

而
安
置
之
由
也
、
然
所
急
火

大
風
故
、
御
堂
本
尊
様
御
真
影
様
始
安
置
之
御
影
漸
奉
巻
出
、
成
然
上
人
自

作
木
像
へ
ハ
御
背
へ
火
付
怜
一
印
漸
出
之
除
、
伺
而
今
=
少
々
焼
給
ふ
跡
在
之
除
、
御

宝
物
茂
漸
奉
出
Mm
鉢
故
取
残
シ
ぬ
品
、
御
宝
物
之
内
量
焼
失
有
之
也
、
右
之
鉢
故

伝
来
之
諸
軸
井
記
録
類
悉
焼
失
、
時
節
=
者
可
有
之
ぬ
へ
と
も
歎
敷
事
也
、
火
鎮
リ

御
宝
物
安
置
之
押
入
之
跡
灰
を
取
除
凶
所
、
蓮
如
上
人
御
自
画
御
影
計
残
リ

給
ふ
、
尤
御
裏
井
表
具
絹
地
左
右
御
名
茂
半
分
焼
失
御
身
斗
無
語
、
誠
末
代
之

不
思
議
奇
特
也
、
伺
而
火
中
出
現
之
御
影
と
奉
称
也
、
其
以
来
長
持
二
ツ
江
御
宝

物
井
諸
軸
等
一
所
一
一
入
安
置
、
非
常
之
節
ハ
御
堂
安
置
と
右
二
長
持
奉
出
様
=

被
致
置
M
m

故
、
板
屋
町
へ
引
移
、
数
度
之
類
焼
-
一
御
宝
物
芥
大
切
之
品
者
無
謹
也

一
成
了
院
主
ハ
唐
流
之
能
筆
号
大
沢
、
真
跡
之
掛
物
等
子
今
在
之
、
一
生
独
身
=
而
手

跡
茶
を
被
楽
異
人
也
、
然
一
一
炎
上
之
事
偏
ニ
予
の
不
徳
也
、
早
ク
隠
居
在
之
度
旨

=
而
住
職
を
了
玄
へ
被
譲
度
段
、
最
頂
院
々
主
井
門
末
へ
被
申
達
同
所
、
各
一
統
一
一

差
留
ぬ
へ
共
是
非
隠
居
之
望
ニ
付
、
各
承
知
有
之
除
、
然
所
了
玄
被
申
泳
者
、
ケ

程
一
一
一
修
学
ぬ
問
、
何
卒
僧
正
迄
昇
進
之
願
望
ニ
M

仲
間
、
住
職
ハ
法
泉
寺
宮
内
卿
へ

御
譲
リ
被
成
M
m

様
=
と
辞
退
在
之
M
W

へ
共
、
舎
兄
之
事
一
一
ぬ
問
、
是
非
当
寺
相
続

在
之
除
様
=
と
両
院
主
井
門
末
一
一
統
=
懇
望
在
之
除
条
、
左
除
ハ
ハ
帰
本
宗
本
家

相
続
致
M
W

義
茂
本
望
之
事
=
ぬ
と
て
、
当
寺
へ
帰
リ
六
丸
と
称
、
得
度
継
目
在
之
、

公
名
三
位
法
名
成
誓
と
号
、
新
知
思
寺
規
屋
和
尚
ぷ
授
リ
M
W

血
脈
等
ハ
不
残
大
光

院
末
前
橋
片
貝
町
正
幸
寺
江
披
相
納
除
、
規
屋
和
尚
之
六
字
名
号
一
幅
当
寺
一
一
被

残
置
除
也
、
右
血
脈
ハ
浄
土
宗
-
一
ぬ
へ
ハ
往
生
之
節
棺
へ
入
葬
M
W

由
也

一
成
了
院
主
慶
安
四
年
隠
居
、
還
相
院
と
御
免
、
夫
ぷ
成
誓
院
主
住
職
也

一
大
猷
院
様
御
他
界
之
節
も
成
誓
院
主
公
儀
へ
被
願
上
Mm
趣

者

権

現

様

依

上

意

木
像
御
影
様
御
本
山
江
差
上
ぬ
訳
、
御
紋
御
免
之
義
荷
徳
院
へ
御
懇
被
成

下
拝
領
物
等
有
之
怜
趣
、
具
=
及
言
上
御
調
経
納
経
相
勤
度
旨
、
酒
井
雅
楽
頭
殿

制
御
大
老
御
役
中
御
取
持
=
而
被
願
上
怜
所
、
則
御
許
容
在
之
、
於
東
叡
山
被
相
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務
御
布
施
頂
戴
在
之
凶
也

一
右
之
以
由
緒
成
誓
院
主
被
願
上
厳
有
院
様
御
代
替
御
礼
願
之
通
、
乗
輿
独
礼
仰

付
被
相
勤
、
御
時
服
拝
領
雅
楽
頭
殴
臨
御
取
持
也
、
夫
、
，
g
御
年
頭
乗
輿
独
礼
正
月

六
日
被
勤
ぬ
也

一
承
応
三
年
成
誓
院
主
往
生
、
跡
目
之
義
江
戸
法
泉
寺
宮
内
卿
貰
戻
相
続
在
之
同
様

=
遺
言
、
最
頂
院
々
主
、
還
相
院
々
土
セ
一
茂
外
=
血
脈
無
之
義
可
然
旨
一
一
而
、
法
泉

寺
へ
右
之
段
申
遺
M
W

所
、
徐
間
地
=
御
取
立
茂
宮
内
卿
貰
凶
故
之
事
=
ぬ
問
、
相

一反
M
m

義
歎
敷
ぬ
得
共
、
本
家
相
続
之
義
=
同
間
無
是
非
除
、
御
戻
可
申
旨
一
一
而
宮
内

卿
被
帰
継
目
在
之
、
夫
ぷ
住
職
法
名
成
悉
と
改
、
実
円
ハ
実
名
一
一
被
致
除
、
又
後

=
法
名
成
実
と
被
改
怜
也
、
成
誓
院
主
贈
院
号
専
称
院
と
御
免
な
り

一
厳
有
院
様
御
代
成
悉
院
家
如
先
規
、
正
月
六
日
御
年
頭
乗
輿
独
礼
三
ヶ
年
一
二
度

宛
被
相
勤
除
、
然
所
壮
年
之
中
病
身
ニ
付
久
々
不
罷
出
、
病
気
之
御
断
不
被
申
上

故
自
中
絶
=
相
成
M
m

也

一
最
頂
院
成
賢
院
主
似
影
琢
如
上
人
江
成
悉
院
主
被
願
上
空
所
似
影
装
束
鼠
地

紋
法
服
=
被
成
下
、
就
夫
家
紋
之
義
十
六
重
菊
一
一
而
御
座
M
m

旨
申
上
M
m

所

、

禁

裏
江
御
遠
慮
依
有
之
家
紋
可
被
下
旨
ニ
而
合
蝶
紋
被
下
除
、
紫
紋
白
骨
蝶
五
俊
右
似
影

銘
御
裏
御
染
筆
被
成
下
M
W

也

一
同
瑚
琢
如
上
人
以
思
召
御
詳
字
拝
領
被
仰
付
除
、
成
悉
院
主
被
申
上
ぬ
ハ

教
如
上
人
成
空
大
僧
都
江
御
法
名
之
御
宇
拝
領
披
仰
付
M
m

、
然
と
も
成
然
上
人

以
来
成
之
字
歴
代
伝
来
之
処
、
只
今
改
怜
義
難
仕
旨
御
断
被
申
上
除
、
乍
恐
御

字
実
名
ニ
拝
領
仕
度
旨
被
申
上
M
m

所
、
勝
手
=
致
M
W

様
一
一
と
被
仰
出
ぬ
、
何
而

実
円
を
瑛
見
と
被
改
除
、
実
之
字
を
法
名
一
一
加
へ
成
実
と
被
改
同
也

一
淳
寧
院
様
泥
垣
院
様
即
往
院
成
実
院
主
へ
御
懇
被
成
下
、
上
京
之
節
御
料
理
被

下
置
、
旅
宿
へ
御
菓
子
杯
頂
戴
在
之
ぬ
也

一
当
寺
慶
安
年
中
焼
失
後
懐
堂
鰻
家
之
翻
、
酒
井
雅
楽
頭
股
制
御
代
馬
乗
小
路
用
地

=
付
、
明
暦
一
一
甲
年
板
屋
町
=
境
内
給
リ
被
引
移
怜
、
表
通
境
内
ハ
板
屋
町
也
、

本
坊
有
之
M
m

所
ハ
前
代
田
村
分
也
、
当
寺
引
移
ぬ
而
λ
0
板
屋
町
分
一
一
成
除
、
此
節
為

引
料
寺
領
二
十
石
蔵
米
也
、
永
々
寄
附
在
之
除
、
今
境
内
是
也
、
馬
乗
小
路
、
板

屋
町
、
前
代
田
村
共
=
群
馬
郡
也

一
板
屋
町
江
引
移
御
堂
建
立
之
普
請
=
取
掛
怜
処
、
雅
楽
頭
齢
制
思
召
=
市
御
堂
上
道

具
材
木
不
残
寄
附
有
之
ぬ
也

一
慶
安
三
年
当
院
炎
上
之
節
焼
残
給
ふ
蓮
如
上
人
御
自
画
御
影
御
修
補
之
御
裏
被

成
下
M
m

様
=
と
、
向
調
焼
失
し
給
ふ
法
然
聖
人
御
自
画
御
影
、
成
実
院
主
自
筆

を
以
写
被
置
除
、
右
御
影
江
御
名
御
裏
御
染
筆
常
如
上
人
江
被
願
上
泌
所
、
則

願
之
通
御
裏
ニ
蓮
如
上
人
御
影
ハ
修
補
之
法
然
聖
人
御
影
ハ
写
之
、
則
御
染

筆
被
成
下
除
、
一
谷
山
妙
安
寺
常
住
物
也
と
山
号
被
成
下
ぬ
也

一
即
往
院
々
主
一
一
ハ
画
数
寄
一
一
茂
金
英
堂
得
生
と
号
ス
、
右
法
然
聖
人
御
影
茂
被
写

之
其
外
掛
物
等
子
今
有
之
M
m

也

一
還
相
院
成
了
院
主
似
影
常
如
上
人
へ
成
実
院
主
被
願
上
除
所
、
最
頂
院
々
主

似
影
之
通
=
御
免
銘
御
裏
御
染
筆
被
成
下
ぬ
也

一
三
村
掛
所
須
弥
檀
之
義
成
実
院
主
被
願
上
怜
所
、
須
弥
檀
之
義
ハ
難
成
御
事
-
一
凶

得
共
、
当
寺
御
堂
自
余
=
相
替
M
m

御

事

被

思

召

上

、

願

之

通

須

弥

檀

御

免

被
成
下
除
、
則
御
免
状
在
之
、
委
細
ハ
粟
津
右
近
尉
書
状
-
一
有
之
除
、
御
礼
銀

十
枚
被
差
上
除
、
尤
病
身
=
付
以
使
僧
被
願
上
ぬ
也

一
依
連
々
願
宝
物
諸
国
抜
露
御
免
、
則
詮
状
在
之
除
、
成
実
院
主
御
宝
物
被
入
御

拝
覧
一
一
諸
国
巡
回
之
積
=
怜
所
、
掛
所
一
乱
=
付
此
一
件
一
一
取
掛
抜
露
も
無
之
由
也

一
貞
享
元
年
常
憲
院
様
御
朱
印
御
改
之
節
、
成
実
院
主
、
三
村
領
主
牧
野
備
後
守

殿
江
一
町
議
宿
御
朱
印
御
改
=
付
、
出
府
之
段
相
断
、
夫
J
公
儀
江
戸
御
奉
行
御
改
所

へ
被
罷
出
御
朱
印
写
差
上
御
改
相
済
、
御
朱
印
ハ
追
而
可
被
成
下
旨
帰
国
在

之
M
m

様
=
被
仰
渡
除
、
何
而
前
橋
へ
帰
寺
M
m

也
、
直
一
一
御
朱
印
頂
戴
被
仰
付

ぬ
由
之
所
、
此
節
御
大
老
堀
田
筑
前
守
殿
を
御
若
年
寄
稲
葉
石
見
守
股
於
御
城

被
指
殺
色
々
之
事
一
一
而
騒
々
敷
、
夫
故
御
朱
印
追
而
可
被
成
下
旨
ニ
而
御
朱
印
地

之
分
帰
国
被
仰
出
怜
由
也
、
又
間
茂
無
之
出
府
ハ
諸
寺
社
難
義
も
可
有
之
旨
-
一
而
、

其
所
々
之
御
代
官
領
主
地
頭
江
相
渡
リ
頂
戴
被
仰
付
ぬ
由
也
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一
、
昭
和
五
十
=
一
年
度
前
橋
市
指
定
文
化
財

史
跡
本
城
氏
の
墓
三
基

一
、
所

一
、
管

前
橋
市
紅
雲
町
一
丁
目
九
番
十
四
号

前
橋
市
紅
雲
町
一
丁
目
九
番
十
四
号

長
日
日
寺
代
表
役
員
住
職

栗
木
虚
堂

理在

者地

長
昌
寺
内

一

、

現

状

長
昌
寺
山
門
内
右
手
に
三
基
が
並
ん
で
お
り
、
向
か
っ
て
右
(
東
〉
と
中
央
の

二
基
は
、
空
・
風
・
火
・
水
・
地
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五
輪
に
刻
み
、
右
の
塔
に
は
地

輸
に
「
羽
州
油
利
之
住
、
鏡
清
院
股
明
窓
春
光
大
姉
逆
修
、
寛
永
十
六
、
正
月
吉

日
」
と
あ
り
、
中
央
の
塔
に
は
、
地
輪
に
「
明
窓
に
貝
珠
大
禅
定
尼
、
寛
永
十
四

年
丁
丑
正
月
二
日
」
と
あ
る
。
ま
た
向
か
っ
て
左
の
一
基
は
、
五
輪
に
究
字
で
一

し
ゅ
じ

字
づ
っ
種
子
を
刻
ん
で
あ
る
。
こ
の
種
子
は
、
キ
ャ
・
ヵ
・
ラ
・
バ
・
ア
l
ン
ク

と
う
ほ
う
ほ
っ
し
ん
も
ん

の
五
字
で
、
ア
l
ン
ク
は
大
日
如
来
で
あ
り
こ
れ
ら
の
種
子
は
、
東
方
発
心
門
を

表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
地
輪
に
は
、
「
羽
州
油
利
、
本
城
主
氷
正
、
寛
永
七
年
庚

丁
五
月
十
三
日
」
と
刻
ま
れ
で
あ
る
。
(
「
主
氷
正
」
の
「
氷
」
は
「
水
」
が
正
し

い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
氷
」
の
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
〉

左
右
中
央
何
れ
も
安
山
岩
で
、
高
さ
は
、
向
か
っ
て
右
が
二
三
七
諺
、
中
央
が

二
四

0
・
五
露
、
向
か
っ
て
左
が
一
九
六
諺
で
あ
る
。

一

、

由

来

(

徴

証

)

慶
長
七
年
三
六

O
二
)
徳
川
家
康
か
ら
出
羽
田
五
十
七
万
石
を
賜
わ
っ
た
最

が

み

よ

し

弘

っ

た

て

お

か

み

つ

し

げ

正
義
光
の
最
高
の
家
臣
に
楯
岡
満
茂
が
あ
り
、
満
茂
は
現
在
の
秋
田
県
本
荘
市
と

由
利
郡
に
あ
た
る
由
利
一
円
四
万
五
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
満
茂
は
、
最
初
湯
沢

誠
に
い
た
が
、
次
い
で
赤
尾
津
に
移
り
、
更
に
尾
崎
山
を
開
拓
し
て
尾
崎
城
を
築

き
こ
れ
を
本
城
と
し
た
。
こ
の
時
楯
岡
姓
を
改
め
て
、
本
城
豊
前
守
と
称
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

最
上
義
光
に
始
ま
る
最
上
家
は
、
第
三
代
義
俊
に
至
っ
て
、
家
臣
団
の
不
和
対

立
の
内
紛
か
ら
、
出
羽
五
十
七
万
石
を
没
収
さ
れ
た
。

こ
の
最
上
家
の
改
易
に
よ
っ
て
、
元
和
八
年
(
一
六
二
二
)
本
城
誠
も
破
却
を

命
じ
ら
れ
、
多
数
の
浪
人
を
生
ず
る
に
至
っ
た
。
こ
の
と
き
本
城
豊
前
ら
は
、
厩

橋
城
主
酒
井
忠
世
に
客
分
と
し
て
預
け
ら
れ
、
同
家
に
召
抱
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
酒
井
の
家
臣
は
、
こ
れ
を
最
上
衆
と
言
っ
た
こ
と
が
、
前
橋
領
及
び
酒
井
家

な
お
や
す
や
わ

の
制
度
や
史
実
を
記
し
た
『
直
泰
夜
話
』
〈
第
四
十
七
項
及
び
第
二
百
九
十
二
項
)

と
『
前
橋
市
史
』
(
第
二
巻
)
に
出
て
い
る
。

当
時
豊
前
と
と
も
に
前
橋
に
来
た
者
は
、
百
五
十
石
に
達
し
た
と
言
わ
れ
、
豊

前
は
三
千
石
を
与
え
ら
れ
た
が
、
自
分
は
千
石
を
領
し
て
隠
居
生
活
を
な
し
、
二

千
石
は
他
の
者
に
頒
け
た
と
言
わ
れ
る
。

豊
前
ら
が
酒
井
家
に
預
け
ら
れ
て
か
ら
、
百
二
十
七
年
後
の
寛
延
二
年
(
一
七

四
九
)
、
酒
井
氏
は
、
姫
路
移
城
と
な
り
、
最
上
衆
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
中
で
も
、

豊
前
守
五
代
の
孫
本
城
団
右
衛
門
は
、
番
頭
と
し
て
城
交
代
の
際
奔
走
し
た
こ
と

が
、
こ
れ
も
『
直
泰
夜
話
』
に
あ
る
。

こ
の
姫
路
移
城
か
ら
六
十
二
年
後
の
文
化
八
年
(
一
八
一
一
)
豊
前
の
後
葡
で

あ
る
本
城
満
主
は
、
た
ま
た
ま
城
主
の
参
勤
交
代
に
従
っ
て
江
戸
に
い
た
の
で
、

家
臣
の
奥
大
夫
を
前
橋
に
遣
し
、
前
橋
柿
宮
長
昌
寺
に
祖
先
の
墓
を
尋
ね
さ
せ

た
。
奥
大
夫
は
、
そ
の
時
荒
廃
し
た
墓
を
修
理
し
、
絵
図
面
を
描
い
た
。
そ
の
時

の
絵
図
面
に
よ
る
と
、
当
時
長
昌
寺
に
は
、
初
代
満
茂
の
位
牌
を
始
め
、
初
代
満

茂
、
二
代
親
茂
、
三
代
満
旨
、
四
代
満
武
、
そ
の
他
一
族
の
墓
石
十
九
(
こ
の
う

ち
五
輪
塔
四
)
、
石
仏
二
体
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
神
戸
在
住
の
本
城
民
の
子
孫
の

家
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
文
化
八
年
の
調
査
か
ら
百
六
十
七
年
を
経
た
現
在

で
は
長
昌
寺
に
は
、
前
記
三
基
の
五
輪
塔
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
利
根
川
の
洪
水
の
た
め
、
寺
域
が
川
に
欠
け
落
ち
た
際
流
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
の
と
、
同
寺
が
再
三
の
火
災
(
近
く
は
明
治
三
十

五
年
)
に
も
遭
っ
て
い
る
の
で
、
他
に
史
料
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
は
何
も
残
つ
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て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

現
在
の
三
基
の
五
輪
塔
は
、
向
か
っ
て
右
は
、
本
城
豊
前
守
満
茂
が
、
寛
永
十

六
年
(
一
六
三
九
)
一
月
二
十
一
日
厩
橋
で
他
界
し
た
の
で
、
そ
の
夫
人
が
直
ち

に
造
っ
た
自
分
の
生
前
の
墓
で
、
夫
人
は
そ
の
後
二
十
九
年
を
経
た
寛
文
八
年

(
一
六
六
八
〉
十
月
十
七
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
中
央
の
五
輪
塔
は
初
代
満
茂

の
二
女
で
、
大
山
内
膳
少
輔
に
嫁
し
た
於
陳
女
郎
の
墓
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

向
か
っ
て
左
の
塔
は
、
第
二
代
親
茂
(
本
城
主
水
正
)
の
墓
で
あ
る
が
、
親
茂
は

満
茂
の
養
子
で
あ
り
、
満
茂
よ
り
九
年
早
く
世
を
去
っ
て
い
る
。
親
茂
は
、
『
直

泰
夜
話
』
に
は
、
豊
前
守
の
家
来
の
大
身
者
の
一
人
と
し
て
、
楯
岡
主
水
千
石
と

記
さ
れ
て
い
る
o

な
お
、
秋
田
県
本
荘
市
史
編
さ
ん
委
員
会
の
『
本
荘
城
史
考
』
に
よ
る
と
、
本

城
豊
前
守
は
、
単
に
最
上
義
光
の
家
臣
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
最
上
宗
家

の
直
系
の
子
孫
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
、
調
査
者
の
意
見

出
羽
国
に
お
け
る
最
上
氏
の
直
系
の
子
孫
で
、
徳
川
時
代
に
入
っ
て
厩
橋
城
主

酒
井
氏
に
預
け
ら
れ
た
本
城
豊
前
守
(
楯
岡
満
茂
)
一
族
が
、
本
市
長
昌
寺
に
葬

ら
れ
、
豊
前
守
の
夫
人
及
び
二
代
主
水
正
(
親
茂
)
ら
の
墓
石
(
五
輪
塔
〉
が
、

今
な
お
長
昌
寺
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
り
、
戦
国
武
将
の
最
上
氏
の
興

亡
や
、
そ
の
直
系
本
城
豊
前
守
の
消
長
な
ど
を
想
わ
せ
る
こ
の
三
基
の
墓
石
は

(
五
輪
塔
)
は
、
本
市
の
史
跡
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
、
最
も
適
当
で
あ
る
と

思
料
す
る
。

(
調
査
者

史

跡

亀

塚

山

古

墳

て

所

一
、
日
所

一
、
現

有在

状一者地

前
橋
市
山
王
町
一
丁
目
二
十
八
番
三
号

前
橋
市

松

田

徳

松

か
つ
て
広
瀬
団
地
の
付
近
は
古
墳
の
密
集
地
帯
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
三
年
に
刊

行
さ
れ
た
『
上
毛
古
墳
綜
覧
』
に
よ
れ
ば
、
百
数
十
基
の
古
墳
の
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
戦
中
戦
後
の
開
墾
や
広
瀬
団
地
の
造
成
に
伴
い
、
ほ
と
ん
ど

の
古
墳
は
消
滅
し
た
。
亀
塚
山
古
墳
は
こ
の
中
で
保
存
さ
れ
た
数
少
な
い
古
墳
の

一
つ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
帆
立
貝
状
の
形
態
を
同
室
し
て
い
る
。

造
出
部
は
畑
の
区
画
の
状
態
か
ら
す
る
と
、
そ
の
尖
端
を
十
肘
程
度
削
り
取
ら

れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
墳
頂
部
は
か
な
り
破
壊
を
受
け
て
い
る
が
、

全
体
的
に
保
存
状
態
は
よ
い
。

本
古
墳
は
広
瀬
川
右
岸
に
接
し
て
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
東
と
西
は
道
路
で
区

切
ら
れ
て
お
り
、
南
と
北
は
畑
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
周
囲
は
宅
地
化

が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
近
い
将
来
団
地
の
一
部
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
、
概
要
お
よ
び
性
格

昭
和
四
十
二
年
の
県
立
前
橋
工
業
高
校
歴
史
研
究
部
の
測
量
調
査
に
よ
る
と
、

墳
丘
部
が
著
し
く
高
く
、
造
出
部
は
低
く
短
い
い
わ
ゆ
る
帆
立
貝
式
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
亀
塚
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
形
状
を
呈
し
て

い
る
。
そ
の
規
模
は

『

径

約

四

十

M

墳
丘
部
品

3
l

戸
高
さ
(
周
囲
の
畑
よ
り
)
約
六
抗
五
十
諺

『

長

さ

約

二

十

M
M

造

出

部

{

幅

約

十

五

以

{
高
さ
(
周
囲
の
畑
よ
り
)
約
一
一
院
五
十
諺

で
あ
り
、
墳
丘
の
形
状
か
ら
す
れ
ば
古
式
の
古
墳
に
多
い
も
の
で
あ
る
。

『
上
毛
古
墳
綜
覧
』
に
よ
る
と
、
す
で
に
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

埋
葬
主
体
部
や
出
土
品
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
周
堀
と

葺
石
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
埴
輪
片
は
数
多
く
採
集
さ
れ
る
。

以
上
、
亀
塚
山
古
墳
の
概
要
を
記
し
た
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
次
の
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。

ω
本
古
墳
は
、
か
つ
て
広
瀬
団
地
付
近
に
所
在
し
た
一
大
古
墳
群
に
属
す
る
も
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の
で
、
他
の
数
少
な
い
残
存
古
墳
と
と
も
に
当
時
の
様
子
を
知
る
こ
と
の
で
き

る
貴
重
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

倒
県
下
で
も
例
の
少
な
い
帆
立
貝
式
古
墳
と
呼
ば
れ
る
形
状
を
示
し
て
お
り
、

そ
の
保
存
状
態
も
概
し
て
良
好
で
あ
る
。
な
お
、
前
橋
市
域
で
は
他
に
そ
の
例

を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。

ω
埋
葬
主
体
部
の
構
造
や
出
土
品
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
墳
丘
の
形
状

か
ら
古
式
の
古
墳
と
考
え
ら
れ
、
五
世
紀
頃
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る。ω
い
わ
ゆ
る
広
瀬
団
地
古
墳
群
は
、
群
馬
県
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
前
橋
天
神

山
古
境
を
は
じ
め
と
し
て
、
史
跡
八
幡
山
古
墳
、
飯
玉
神
社
古
墳
を
経
て
、
七

世
紀
前
半
と
み
ら
れ
る
金
冠
塚
古
墳
へ
と
連
綿
と
し
て
続
い
て
い
る
。
こ
う
し

た
中
で
本
古
墳
は
、
広
瀬
団
地
古
墳
群
の
歴
史
と
そ
の
性
格
を
知
る
上
で
、
学

術
的
に
重
要
で
あ
る
。

(
調
査
者

栄

治
)

松

島

郎
、
昭
和
五
十
四
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報

芳
賀
東
部
団
地
遺
跡

一
、
所
在
地
前
橋
市
小
坂
子
町
字
八
王
寺
九

O
三
番
他
一
二
七
筆

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
四
年
五
月
八
日
J
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
日

三
、
土
地
所
有
者
前
橋
工
業
団
地
造
成
組
合
管
理
者
清
水
一
郎

四
、
発
掘
調
査
の
概
要

本
年
度
は
第
四
年
次
の
継
続
調
査
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
六
・
五
却
を
調
査

し
、
縄
文
時
代
な
ら
び
に
奈
良
・
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
な
ど
総
数
一
二
一
四
遺

構
を
確
認
し
た
。

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

イ

遺

構

数

三

一

四

縄
文
時
代
竪
穴
住
居
跡
一
一
(
前
期
)
ピ
ッ
ト
二
七
(
前
期
お
よ
び

後
期
〉
、
そ
の
他
集
石
遺
構

奈
良
・
平
安
時
代
竪
穴
住
居
跡
八
六
掘
立
柱
建
物
跡
八
九
、
ピ
ッ
ト

四
コ
一
、
大
ピ
ッ
ト
三
溝
コ
一

O

戦
国
J
江
戸
時
代
墓
旗
一
二
井
戸
一
そ
の
他
六

ロ

遺

物

量

縄
文
時
代
土
器
・
石
器
パ
ン
箱
四

O

奈
良
・
平
安
時
代
土
器
・
鉄
製
品
・
石
製
品
パ
ン
箱
一

0
0

戦
国
J
江
戸
時
代
石
造
品
・
貨
幣
・
陶
器
破
片
若
干

。
遺
構
・
遺
物
の
概
要

イ

縄

文

時

代

前

期

(

約

六

0
0
0年
前
)
に
属
す
る
竪
穴
住
居
跡
二

戸
を
確
認
し
完
掘
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
住
居
跡
内
に
焼
跡
の
み
認
め
ら
れ
る

も
の
と
、
石
囲
の
炉
を
設
置
し
た
も
の
と
が
あ
り
、
生
活
の
発
展
し
た
様
子

を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
出
土
遺
物
の
内
土
器
は
関
山
式
・
黒
浜
式
・
諸

磯
式
等
が
あ
る
。
ま
た
早
期
の
貝
殻
腹
縁
文
の
施
さ
れ
た
土
器
片
も
発
見
さ
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れ
て
い
る
ひ

住
居
跡
か
ら
離
れ
て
ピ
ッ
ト
(
穴
〉
が
計
二
七
発
見
さ
れ
た
が
、
遺
物
を

伴
出
す
る
も
の
は
、
わ
ず
か
五
遺
構
で
あ
っ
た
。
特
に
七
八
号
か
ら
は
五
個

体
分
の
完
形
に
近
い
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
期
の
土
器
を
伴
出

す
る
六
七
号
は
、
他
の
ピ
ッ
ト
の
埋
土
が
非
常
に
か
た
い
の
に
比
べ
て
や
わ

ら
か
い
土
が
埋
め
て
い
た
。
こ
れ
は
意
図
的
に
埋
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

縄
文
時
代
の
墓
跡
と
も
推
定
さ
れ
る
。

ロ
奈
良
・
平
安
時
代
土
師
器
を
と
も
な
う
遺
構
と
し
て
竪
穴
住
居
跡
・

掘
立
柱
建
物
跡
・
ピ
ッ
ト
・
溝
が
あ
る
。
竪
穴
住
居
跡
は
奈
良
時
代
か
ら
平

安
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
の
後
半
か
ら
平
安
時
代
の
前
半
に
考

え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

掘
立
柱
建
物
跡
は
今
年
度
多
く
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
内
、
二
間
×
二
聞
が

全
体
の
約
四

O
%、
三
間
×
二
聞
も
同
様
な
割
合
で
発
見
さ
れ
た
。
床
面
積

は
一
五
J
二
三
d
前
後
の
も
の
が
多
く
、
竪
穴
住
居
跡
と
同
じ
面
積
か
や
や

大
き
い
程
度
で
あ
る
。
棟
の
方
向
は
、
磁
北
に
近
い
も
の
、
東
に
五
度
前
後
、

同
様
に
一

O
度
前
後
、
同
一
五
度
前
後
に
ふ
れ
る
も
の
と
西
に
ふ
れ
る
も
の

に
分
類
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
時
期
は
伴
出
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
推

定
し
が
た
い
が
竪
穴
住
居
跡
と
の
切
り
合
い
関
係
ゃ
、
埋
土
等
か
ら
平
安
時

代
の
後
半
に
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
、
が
奈
良
時

代
に
推
定
さ
れ
る
も
の
も
発
見
さ
れ
た
。

出
土
遺
物
と
し
て
は
、
鉄
製
品
が
約
五

O
点
あ
る
。
完
全
な
紡
錘
車
を
は

じ
め
、
鎌
・
鋤
先
・
万
子
・
銃
具
・
釘
・
巡
方
・
鉄
鉱
・
錨
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
墨
書
土
器
も
数
点
出
土
し
て
い
お
り
、
判
読
で
き
る
も
の
に
「
丹
」

・
「
林
股
」
な
ど
が
あ
る
。

ハ
戦
国
時
代
J
江
戸
時
代
字
八
王
寺
を
中
心
に
五
輪
塔
の
空
・
風
輪
が

出
土
し
、
近
く
か
ら
士
墳
や
「
コ
L

字
状
に
め
ぐ
る
溝
が
発
見
さ
れ
た
。
こ

れ
は
字
名
が
八
王
寺
で
あ
り
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
こ
る
の
い
ず
れ
か

の
時
期
に
寺
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

2 

山
王
磨
寺
跡
第
六
次
調
査

一
、
所
在
地
前
橋
市
総
社
町
総
社
昌
楽
寺
廻
り
地
内

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
四
年
七
月
九
日

t
九
月
二
一
日

三
、
発
掘
場
所
前
橋
市
総
社
町
総
社
二
四
一

O
ノ
一
、
二
四
一
一

回
、
発
掘
調
査
の
概
要

付
遺
構
・
遺
物
の
数
量

イ

遺

構

数

塔
跡
(
西
側
の
一
部
)
一

基

壇

建

物

跡

一

掘

立

柱

建

物

跡

二

(

内

推

定

一

)

竪

穴

住

居

跡

四

溝

状

跡

五

ピ

ッ

ト

一

四

ロ
遺
物
量
瓦
を
主
体
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
パ
ン
箱
約
二
五

O
箱
分

ゆ
遺
構
の
概
要

本
年
度
の
発
掘
調
査
地
点
は
、
推
定
寺
域
内
の
中
心
部
に
あ
た
る
。
塔
跡
の

西
側
の
様
子
、
塔
跡
周
辺
の
遺
構
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
、
塔
跡
の
北
西
に

隣
接
す
る
畑
地
内
の
三
六
八
平
方

M
を
発
掘
調
査
し
た
。

イ
塔
跡
今
回
の
発
掘
調
査
で
、
塔
心
礎
よ
り
八
・
六
M
M
西
側
へ
離
れ
た

地
点
の
様
子
が
明
ら
か
と
な
り
、
塔
基
壇
の
西
端
は
心
礎
よ
り
西
側
八
・
六

M
以
内
に
く
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
塔
基
壇
の
一
辺
長
は
一
七

・
二
M
M
以
内
と
考
え
ら
れ
る
?
ま
た
、
塔
心
礎
よ
り
西
側
八
・
六
町
か
ら
一

二
討
の
間
で
、
南
北
一

0
・
五
討
の
範
囲
に
、
一

O
今
ほ
ど
の
厚
さ
で
敷
設

さ
れ
た
白
色
粘
土
面
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
白
色
粘
土
面
上
か

ら
、
塔
の
屋
根
か
ら
ず
り
落
ち
た
と
み
ら
れ
る
多
数
の
瓦
を
検
出
し
た
。
塔

基
壇
の
周
囲
に
は
、
基
壇
を
取
り
囲
む
よ
う
白
色
粘
土
が
帯
状
に
敷
か
れ
て

- 35ー



t今

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ロ
基
壇
建
物
跡
塔
跡
の
西
側
に
並
列
し
、
塔
心
礎
と
基
壇
の
東
端
と
の

間
隔
は
一
九
・
六
釘
あ
る
。

N
l
r
i
E方
向
に
基
壇
の
方
位
を
と
り
、
規

模
は
確
認
し
た
範
囲
で
南
北
長
一
一
・
七

O
M、
東
西
長
一
六
・
六

O
Mあ

る
。
南
面
す
る
建
物
の
基
壇
と
推
定
さ
れ
る
o

基
壇
の
高
さ
は
現
状
で
五

O

今
ほ
ど
あ
る
が
、
す
で
に
礎
石
を
据
え
た
痕
跡
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
か
な
り

上
面
を
削
り
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
建
物
の
形
状
、
規
模
等
は
明
ら

か
で
な
い
。
た
だ
、
基
壇
の
周
囲
よ
り
移
し
い
量
の
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、

建
物
の
屋
根
は
瓦
で
葺
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
基
壇
の
周
囲
に
は
角

閃
石
安
山
岩
蔵
石
の
破
片
が
わ
ず
か
に
残
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
角

閃
石
安
山
岩
の
載
石
を
化
粧
石
に
用
い
た
「
壇
上
積
み
基
壇
」
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
o

ま
た
基
壇
は
構
築
面
上
に
白
色
粘
土
、
褐
色
粘
土
等
を
「
版

築
」
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
て
い
る
。

ハ
掘
立
柱
建
物
跡
塔
心
礎
の
北
方
四

O
M付
近
に
位
置
す
る
。
北
西
方

向

(
N
l
v
|
W
)
に
建
物
の
方
位
を
と
る
側
柱
の
建
物
跡
で
あ
る
。
調
査

範
囲
内
で
南
北
四
聞
東
西
二
間
分
を
確
認
し
た
。
各
柱
聞
は
南
北
各
二
一

O

号
、
東
西
各
一
八

O
今
と
推
定
さ
れ
る
。

ニ
竪
穴
住
居
跡
塔
跡
の
北
方
で
二
軒
、
西
方
で
二
軒
確
認
し
た
。
い
ず

れ
も
全
掘
し
て
い
な
い
が
、
塔
跡
西
方
の
住
居
跡
は
出
土
土
器
の
様
相
か
ら

古
墳
時
代
後
半
頃
の
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。
と
く
に
、
こ
の
二
軒
の
住
居
跡

は
、
重
複
関
係
よ
り
塔
跡
及
び
基
壇
建
物
跡
に
先
行
す
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
。

ホ
F

そ
の
他
塔
跡
の
周
辺
か
ら
は
、
瓦
溜
り
状
の
ピ
ッ
ト
や
溝
跡
が
存
在

す
る
が
、
そ
の
大
半
は
塔
の
崩
壊
以
後
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
塔

築
造
後
で
崩
壊
す
る
ま
で
の
聞
に
限
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
o

遺
物
の
概
要

塔
跡
と
基
壇
建
物
跡
の
中
間
地
帯
を
中
心
と
し
て
移
し
い
量
の
瓦
が
出
土
し

た
。
こ
の
内
そ
の
大
半
を
丸
瓦
・
平
瓦
の
破
片
が
占
め
る
が
、
軒
丸
瓦
、
軒
平

瓦
の
破
片
も
多
数
存
在
し
て
い
た
。
軒
丸
瓦
は
今
回
新
た
に
五
種
類
確
認
さ

れ
、
合
計
十
二
種
類
に
な
っ
た
。
ま
た
軒
平
瓦
は
重
弧
文
軒
平
瓦
が
大
半
を
占

め
、
中
で
も
三
重
弧
文
軒
平
瓦
が
主
流
を
占
め
て
い
る
。
丸
瓦
・
平
瓦
は
、
そ

の
中
に
塔
使
用
瓦
と
し
て
明
確
に
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
瓦
の
中
で
、
文
字
瓦
が
一

O
O片
以
上
発
見
さ
れ
、
中
に
「
放
光
寺
」
「
方

光
」
、
「
寺
L

等
寺
名
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
文
字
瓦
も
含
ま
れ
て
お
り
、
山

王
廃
寺
跡
の
性
格
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
が
多
数
得
ら
れ
た
。

伺

ま
と
め

本
年
度
の
第
六
次
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
塔
跡
の
西
側
の
様
相
が
一
部
明
ら

か
と
な
り
、
塔
基
壇
の
周
囲
に
白
色
粘
土
帯
の
敷
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
ま
た
、
基
壇
建
物
跡
は
、
そ
の
方
位
を
塔
心
礎
の
放
射
状
溝
の
方
位

(
N
r
u
i
E
)
と
ほ
ぼ
同
じ
に
と
る
こ
と
、
そ
し
て
、
同
一
の
構
築
面
上

に
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
塔
と
関
連
す
る
建
物
の
跡
と
み
ら
れ
、
そ

の
位
置
、
基
壇
の
造
り
方
か
ら
「
金
堂
跡
」
と
推
定
さ
れ
る
。
掘
立
柱
建
物
跡

は
そ
の
方
位
の
遣
い
か
ら
塔
跡
・
基
壇
建
物
跡
と
は
時
期
を
違
え
る
建
物
の
跡

で
あ
り
、
前
年
度
検
出
の
掘
立
柱
建
物
跡
群
(
掘
立
2
1
6
)
と
同
じ
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
塔
の
北
方
に
は
そ
れ
と
同
一
時
期
の
建
物
の

存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

塔
跡
・
基
壇
建
物
跡
の
周
囲
か
ら
出
土
し
た
多
量
の
瓦
は
、
今
後
の
検
討
に

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
様
相
か
ら
、
創
建
期
に
遡
り
得
る
も
の
か

ら
奈
良
時
代
以
降
に
降
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
塔
-

基
壇
建
物
が
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
o

ま
た
、
文
字
瓦
の
中
に
み
ら
れ
る
「
放
光
寺
」
等
は
、
「
山
上
碑
」
、
『
上

野
国
交
替
実
録
帳
』
に
「
放
光
寺
」
の
名
が
見
え
、
そ
れ
と
の
関
連
を
も
検
討

す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。

n
h
v
 

qo 



3 

富
田
南
部
遺
跡
群
(
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
)

一
、
所
在
地
前
橋
市
富
田
町
中
前
、
細
田
、
東
原
、
東
由
輪
、
計
二
十
一
筆

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
四
年
五
月
二
十
一
日
J
昭
和
五
十
四
年
九
月
十
九
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

付

調

査

面

積

約

三

二

o
o
o
d

O
遺
構
・
遺
物
の
数
量

遺
構
数

縄
文
土
器
伴
出
の
竪
穴
住
居
跡
一
同
時
代
の
ピ
ッ
ト
三

古

墳

八

土
師
器
伴
出
の
竪
穴
住
居
跡
八

古

墓

墳

墓

約

五

十

そ
の
他
三
十
(
井
戸
七
、
溝
十
九
、
ピ
ッ
ト
四
)

遺
物
量

古
墳
に
か
か
わ
る
も
の
埴
輪
、
土
器
、
石
製
品
等
パ
ン
箱
十
一

住
居
跡
、
そ
の
他
に
か
か
わ
る
も
の
土
器
、
石
器
、
鉄
製
品
、
貨
幣
等

パ
ン
箱
十
三

板
碑
、
宝
塔
、
骨
蔵
器
等

イロ

ハ
ン
箱
五
十
六

日
明

古
墓
に
か
か
わ
る
も
の

遺
構
・
遺
物
の
概
要

縄
文
土
器
伴
出
の
竪
穴
住
居
跡
及
び
ピ
ッ
ト

竪
穴
住
居
跡
は
、
ほ
と
ん
ど
全
面
が
七
号
墳
の
周
堀
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
て

い
た
が
、
前
期
に
属
す
る
土
器
・
打
製
石
器
が
発
見
さ
れ
た
。
約
六

0
0
0

年
前
の
生
活
の
跡
を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

古

墳

一
お

1

と
う
か
山
古
墳
(
上
毛
古
墳
綜
覧
・
荒
砥
三
四
四
号
墳
)
に
つ
い
て
は
、

周
堀
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
周
堀
は
、
外
側
東
西
径
二
十
八
抗
、
南
北
径

二
十
九
・
五
町
で
、
幅
約
七
ば
で
あ
っ
た
。
特
に
、
東
側
に
幅
三
好
の
「
渡
り
」

イロ

一
で
周
堀
が
き
れ
る
訣
状
周
堀
を
持
つ
円
墳
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
号
墳
か
ら
七
号
墳
の
墳
丘
に
つ
い
て
は
、
耕
作
に
よ
り
削
平
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
内
部
主
体
は
、
一
号
墳
で
粘
土
の
分
布
、
が
、
二
号
墳
で
石
室

の
一
部
が
確
認
で
き
た
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
地
区
に
は
、
比
較
的
小
規
模
な
円
墳
が
密
集
し
て
造
ら
れ
て
お

り
、
特
に
四
・
五
・
六
号
墳
の
周
堀
は
切
り
合
っ
て
い
て
、
古
墳
の
変
遷
を

知
る
上
で
貴
重
な
資
料
が
得
ら
れ
た
。

土
師
器
伴
出
の
竪
穴
住
居
跡

八
軒
と
も
、
溝
ま
た
は
井
戸
等
で
壊
さ
れ
た
り
、
重
複
(
五
号
住
居
跡
と

七
号
住
居
跡
)
し
た
り
し
て
い
て
、
完
全
な
形
で
は
調
査
し
え
な
か
っ
た
。

ま
た
、
い
ず
れ
も
耕
作
に
よ
る
破
壊
が
す
す
み
、
竃
も
良
好
な
状
態
で
は
検

出
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
住
居
跡
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
こ

ろ
の
集
落
の
一
部
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

古

墓
五
号
墳
、
六
号
墳
の
南
側
の
斜
面
に
東
西
に
連
な
っ
て
造
ら
れ
た
古
墓
を

発
見
し
た
。
直
径
約
三
諺

j
十
五
諺
の
川
原
石
を
一
面
に
敷
き
つ
め
た
中

に
、
板
碑
九
個
体
分
(
内
、
完
形
は
五
、
年
号
の
刻
ま
れ
た
も
の
三
H

徳
治

三
年
、
元
亨
一
年
、
貞
和
四
年
)
、
宝
塔
の
部
分
二
十
二
寸
骨
蔵
器
五
を
検

出
し
た
。
規
模
は
、
東
・
西
・
南
縁
部
の
石
の
崩
れ
方
が
ひ
ど
く
、
し
っ
か

り
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
明
確
に
つ
か
む
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、

石
の
残
っ
て
い
る
部
分
で
、
東
西
約
二
十
七
肘
あ
っ
た
。
古
墓
全
体
は
、
い

く
つ
か
の
区
画
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
長
い
時
間
の
経

過
の
中
で
造
り
あ
げ
ら
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
、
重
複
す
る
も
の
が
多
く
、
明

確
に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
古
墓
は
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
仏
教
文
化
を
理
解
す
る

上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

井
戸
、
溝
、
ピ
ッ
ト
等

- 37-
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溝
十
九
の
内
、
ほ
ぼ
南
北
方
向
に
掘
ら
れ
た
も
の
九
、
東
西
方
向
に
掘
ら

れ
た
も
の
九
、
そ
れ
に
、
お
と
う
か
山
古
墳
の
周
堀
の
一
部
を
利
用
す
る
か

の
よ
う
に
、
周
堀
の
底
部
に
、
東
か
ら
南
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
一
で
あ

っ
た
。
特
に
土
師
四
号
住
居
跡
の
北
側
を
東
西
に
掘
り
込
ん
だ
溝
に
は
、
こ

の
溝
に
伴
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
北

側
の
縁
に
し
っ
か
り
し
た
石
組
み
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
溝
は
、
井

戸
、
ピ
ッ
ト
と
と
も
に
、
生
活
、
生
産
に
関
係
す
る
遺
構
と
し
て
貴
重
な
も

の
で
あ
る
。

4 

西
大
室
遺
跡
群
(
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
〉

前
橋
市
西
大
室
町
大
稲
荷
三
四

O
l七
、
三
四

O
|二
番
地

前
橋
市
西
大
室
町
七
ツ
石
三
二
四
番
地
外
二
筆
計
五
筆

二
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
四
年
八
月
十
日
J
十
月
十
三
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

け

調

査

面

積

約

一

O
、

oood

ω
遺
構
、
遺
物
の
数
量

イ

遺

構

数

縄
文
時
代

古
墳
時
代

古
墳

一
、
所

在

ロ

遺
物
量

縄
文
時
代

古
墳
時
代

地

『
円
墳
横
穴
式
両
袖
型
石
室
三
(
内
前
庭
付
設
二
)

五
{
墳
丘
、
主
体
部
不
明
周
堀
の
一
部
発
掘
一

-
墳
丘
な
し
箱
式
棺
状
竪
穴
式
石
室
一

ピ
ッ
ト

な
し

墳
丘
上
、
周
堀
内
石
室
内
前
庭
部
よ
り
出
土
。

土
師
器
(
杯
)
須
恵
器
(
事
、
高
杯
、
提
瓶
、
平
瓶
等
)
、

円
筒
埴
輪
鉄
製
品
(
直
万
、
馬
具
、
鉄
鉱
、
く
、
ぎ
、
棺
飾

等
)
人
骨
、
歯
等
々
、
整
理
箱
十
五
箱
分

同

遺
構
、
遺
物
の
概
要

荒
砥
六
八
号
墳
(
上
毛
古
墳
綜
覧
〉
(
大
稲
荷
古
墳
)

本
古
墳
は
、
東
西
径
約
四
十
四
町
二
段
築
造
で
周
堀
を
有
す
る
円
墳
で
あ
る
。

葺
石
は
、
羨
道
前
の
左
右
に
約
三
討
に
裏
込
め
部
ま
で
で
全
体
に
は
な
い
。

石
室
は
、
南
に
閉
口
す
る
自
然
石
(
輝
石
安
山
岩
)
乱
石
積
両
袖
型
の
横
穴

式
石
室
で
あ
る
。
玄
室
は
、
長
さ
五
M
M
八
十
五
号
奥
巾
二

M
八
十
今
の
矩
形
で

あ
り
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
は
三
・
一
一
M
で
巨
石
巨
室
の
石
室
で
あ
る
。

羨
道
は
、
盗
掘
及
び
墓
地
の
石
垣
用
と
し
て
抜
き
と
ら
れ
破
壊
さ
れ
て
い
る
た

め
は
っ
き
り
し
な
い
が
約
三
町
で
短
か
い
。
羨
道
前
に
は
、
ロ
ー
ム
層
を
掘
り

窪
め
た
前
庭
が
付
設
さ
れ
て
い
る
。
形
状
は
完
掘
し
て
な
い
の
で
は
っ
き
り
し

な
い
が

U
字
型
の
墓
道
状
に
な
る
。

遺
物
は
、
石
室
内
か
ら
人
骨
、
歯
、
馬
具
、
耳
環
等
が
出
土
し
て
い
る
が

荒
れ
て
い
て
位
置
不
明
な
も
の
が
多
い
。
前
庭
部
か
ら
は
、
提
瓶
、
平
瓶
、
高

杯
、
杯
等
の
土
師
器
、
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る
o

基
盤
は
、
ロ
ー
ム
層
ま
で

堀
り
こ
ん
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。

荒
砥
七

O
号
境
(
上
毛
古
墳
綜
覧
)

径
約
四
十

M
、
高
さ
七
肘
で
あ
り
周
堀
を
有
す
る
円
墳
で
あ
る
。
墳
丘
は
、

自
然
丘
陵
を
整
形
し
盛
土
し
て
い
て
葺
石
は
認
め
ら
れ
な
い
。

石
室
は
、
南
に
閉
口
す
る
自
然
石
(
輝
石
安
山
岩
〉
乱
石
積
の
両
袖
型
横
穴

式
石
室
で
巨
石
巨
室
に
属
す
る
古
墳
で
あ
る
。
玄
室
は
矩
形
で
中
央
部
に
間
仕

切
り
を
付
設
し
て
あ
り
床
の
高
さ
は
二
五
号
の
段
差
が
あ
る
。
羨
道
部
に
は
、

権
石
が
置
か
れ
、
そ
の
天
井
部
に
は
楯
石
が
架
設
さ
れ
て
い
る
。
権
石
の
前
に

は
、
障
壁
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
自
然
石
二
石
が
倒
れ
た
状
態
で
出
土
し

て
い
る
。
填
塞
は
間
詰
で
あ
る
。
羨
道
前
に
、
自
然
石
を
平
積
み
(
下
部
)
及

び
小
口
積
み
を
し
た
前
庭
が
付
設
さ
れ
て
お
り
平
面
は
台
形
状
で
あ
る
。

遺
物
は
、
玄
室
か
ら
人
骨
、
鉄
鎖
、
耳
環
等
、
前
庭
部
よ
り
高
杯
、
つ
ぼ
、

杯
等
の
須
恵
器
、
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。
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荒
砥
七
二
号
墳
(
上
毛
古
墳
綜
覧
)

径
十
六
抗
、
高
さ
は
東
側
か
ら
三
民
五
十
今
、
西
側
は
一
討
の
山
寄
せ
の
円

墳
で
あ
る
。
周
堀
を
有
す
る
。

石
室
は
、
南
に
向
か
っ
て
閉
口
し
自
然
石
(
輝
石
安
山
岩
)
乱
石
積
の
両
袖

型
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。
玄
室
は
、
胴
張
り
が
あ
り
玄
門
を
有
し
床
全
面
に
小

操
が
一
一
聞
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
羨
道
部
に
は
、
権
石
が
置
か
れ
天
井
部

に
楯
石
が
架
設
さ
れ
て
い
る
o

填
塞
の
構
造
は
問
詰
め
で
あ
る
。

遺
物
は
玄
室
内
よ
り
刀
三
振
、
馬
街
、
棺
飾
、
鉄
錦
、
釘
、
須
恵
器
等
が
出

土
し
て
い
る
。

基
盤
に
な
る
地
層
は
、
荒
砥
六
八
・
七

0
・
七
二
号
境
と
も
に
C
軽
石
、

F

P
の
混
入
し
た
黒
色
土
層
で
あ
り
、

F
P
降
下
後
数
十
年
程
経
過
後
築
造
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
(
C
軽
石
H
浅
間
山
、

F
P
H
榛
名
山
の
噴
出
物
)

七
ツ
石

I
号
墳

荒
砥
七

O
号
墳
の
墳
丘
上
西
裾
部
に
所
在
す
る
。
七

O
号
墳
の
周
堀
に
よ
り

本
古
墳
の
周
堀
が
切
ら
れ
て
い
る
o
周
堀
は
、
ロ
ー
ム
層
ま
で
掘
ら
れ
て
い
る
。

周
堀
内
の
下
層
部
に

F
P
の
推
積
し
た
層
が
あ
り
そ
の
面
上
か
ら
円
筒
埴
輪
、

壷
等
が
倒
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
、
円
筒
埴
輪
に
は
、
勿
、
勿
の

線
刻
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

主
体
部
不
明
で
あ
る
。

七
ツ
石

H
号
墳

荒
砥
七
二
号
墳
の
墳
丘
北
裾
部
に
位
置
し
、
主
体
部
は
、
浅
間
C
軽
石
、
榛

名
山
F
P
軽
石
の
混
入
し
た
黒
褐
色
土
層
の
下
部
に
所
在
す
る
。
墳
丘
は
な

く
、
ロ

l
ム
層
ま
で
掘
り
く
ぼ
め
ら
れ
て
い
る
。

主
体
部
は
、
箱
式
棺
状
竪
穴
式
石
室
で
長
さ
一
・
七
五
日
町
、
最
大
巾

0
・
四

三
討
で
あ
る
o

石
室
外
側
は
、
白
色
粘
土
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。
遺
物
は
、
存

在
し
な
か
っ
た
。

ま

と

め

横
穴
式
石
室
の
古
墳
は
、
高
麗
尺
で
企
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
前
庭

付
設
、
胴
張
り
の
あ
る
石
室
等
で
は
古
墳
構
築
の
変
遷
を
知
る
上
で
新
た
な
貴

重
な
資
料
が
得
ら
れ
た
。

5 

清
里
南
部
遺
跡
群
(
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査
)

一
、
所
在
地
前
橋
市
青
梨
子
町
四
八

O
番
地
他
二
十
九
筆

一
一
、
調
査
年
月
日
昭
和
五
十
四
年
十
月
十
一
日
J
十
二
月
二
十
七
日

三
、
発
掘
調
査
の
概
要

付
調
査
面
積
九
、
三
二

od

o
遺
構
・
遺
物
の
数
量

イ

遺

構

数

六

十

八

縄
文
時
代
ピ
ッ
ト
一

平
安
時
代
竪
穴
住
居
跡
二
十
七
ピ
ッ
ト
十
八

中
世
(
鎌
倉
J
戦
国
時
代
〉
地
下
式
土
靖
二
溝
八
井
戸
六

江
戸
時
代
柱
穴
状
ピ
ッ
ト
群
一
ピ
ッ
ト
五

ロ
遺
物
量

縄
文
時
代
土
器
石
器
パ
ン
箱
一

平
安
時
代
土
器
鉄
製
品
等
パ
ン
箱
コ
一
十
三
一

中

世

陶

磁

器

石

製

品

等

パ

ン

箱

六

江
戸
時
代
貨
幣
等
二
十
三
点

伺

遺

構

遺

物

の

概

要

本
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
清
里
南
部
土
地
改
良
区
予
定
地
内
の
道
路
、
水
路

及
び
水
回
転
換
地
に
対
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
遺
跡
は
榛
名
山
の
東
南

麓
に
あ
た
り
、
西
は
八
幡
川
、
南
は
比
高
三
J
四
怖
の
浅
い
谷
に
面
す
る
扇
状

台
地
の
末
端
に
位
置
し
て
い
る
。
検
出
さ
れ
た
遺
構
、
遺
物
を
観
察
す
る
と
奈

良
時
代
以
前
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
縄
文
時
代
前
期
の
土
器
片
の
散

布
や
、
そ
れ
を
埋
土
中
に
含
む
不
整
形
の
ピ
ッ
ト
を
確
認
し
た
の
み
で
、
そ
の

np 
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他
は
全
て
平
安
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

イ
平
安
時
代

こ
の
時
代
の
遺
構
は
竪
穴
住
居
跡
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
検
出
し
た
竪

穴
住
居
跡
の
総
数
は
二
十
七
軒
で
あ
る
。

水
回
転
換
地

(
E
F
区
)
お
よ
び
水
回
転
換
地
に
は
さ
ま
れ
た
道
水
路
部

分

(
D
区
東
端
)
か
ら
検
出
さ
れ
た
竪
穴
住
居
跡
の
分
布
を
み
る
と
、
北
群

(
E
区
北
端
)
・
中
群

(
E
区
南
端
・

D
区
東
端
)
南
群

(
F
区
南
部
)
の

三
群
に
分
れ
、
出
土
遺
物
や
住
居
跡
の
存
在
形
態
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

北
群
は
土
師
器
と
須
恵
器
を
伴
出
す
る
住
居
群
で
凹
軒
、
重
複
二
ケ
所
、

そ
の
他
二
の
計
十
軒
を
数
え
る
。
二
十
七
号
住
居
跡
で
は
、
床
面
直
上
か
ら

フ
イ
ゴ
の
羽
口
が
出
土
し
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
住
居
跡
の
埋
土
中
か
ら
鉄

津
や
羽
口
片
が
多
量
に
出
土
し
近
く
に
製
鉄
関
係
の
遺
構
の
存
在
が
推
定
さ

れ
る
。
南
群
は
台
地
南
端
に
近
い
所
に
位
置
し
十
二
軒
確
認
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
十
軒
は
約
二

oodの
範
囲
内
に
激
し
く
重
複
し
て
認
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
こ
の
重
複
部
分
の
範
囲
内
か
ら
は
出
土
遺
物
と
し
て
灰
粕
陶
器
(
坑
・

皿
・
段
血
等
)
三
彩
・
緑
粕
・
風
字
硯
・
青
銅
製
帯
金
具
(
巡
方
)
鉄
鉱
、

墨
書
土
器
等
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
中
群
に
は
重
複
の
な
い
4
軒
の
竪
穴
住

居
跡
が
あ
り
、
カ
マ
ド
内
壁
に
丸
瓦
を
利
用
し
た
も
の
(
一
号
住
居
跡
)
羽

釜
片
ゃ
、
い
わ
ゆ
る
か
わ
ら
け
の
出
土
し
た
も
の
(
十
四
号
住
居
跡
)
等
が

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
本
遺
跡
で
は
平
安
時
代
以
降
に
人
の
住
み
つ
い
た
形
跡
や

存
在
形
態
の
異
な
っ
た
住
居
群
が
認
め
ら
れ
る
が
こ
れ
ら
の
内
容
の
相
違
が

何
に
起
因
す
る
か
今
後
の
検
討
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
遺
跡
は
南
に

近
接
す
る
推
定
国
府
跡
@
上
野
国
分
寺
跡
・
山
王
廃
寺
跡
等
を
含
め
た
こ
の
地

域
の
古
代
の
歴
史
を
解
明
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ロ

中
世

地
下
式
土
墳
は
南
北
に
接
し
て
二
基
並
ん
で
い
た
。
大
小
の
差
は
あ
る
が

二
基
と
も
同
じ
構
造
で
あ
る
。
と
も
に
天
井
の
落
下
し
た
状
態
で
検
出
さ
れ

た
。
大
き
さ
は
床
面
で
、
二
、
六
五

m
×
一
、
六
五
悦
の
矩
形
で
、
両
者
と

も
床
面
よ
り
約
八

O
仰
上
っ
た
所
で
ド
l
ム
状
、
あ
る
い
は
舟
底
型
を
思
わ

せ
る
天
井
を
も
っ
と
み
ら
れ
る
。
東
側
に
は
階
段
状
の
降
り
口
が
あ
る
。
遺

物
等
の
出
土
は
な
い
が
、
中
世
に
鎌
倉
周
辺
で
営
ま
れ
た
や
ぐ
ら
と
呼
ば
れ

る
墳
墓
に
似
た
構
造
を
持
つ
。

井
戸
は
ロ

l
ト
状
の
形
状
を
有
す
る
も
の
四
、
円
筒
状
の
も
の
二
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
五
基
は
ほ
ぼ
一
ケ
所
に
集
中
し
て
い
た
。

(
C
区
南
半
)

遺
物
は
底
に
近
い
所
や
埋
土
中
か
ら
石
臼
や
板
碑
等
の
破
片
が
投
げ
こ
ま
れ

た
状
態
で
出
土
し
た
。
他
の
一
基

(
E
区
)
は
東
に
離
れ
て
存
在
し
遺
物
等

は
出
土
し
な
か
っ
た
。

溝
は
巾
数

m
か
ら
約
一
汎
の
も
の
ま
で
あ
る
。
井
戸
の
集
中
し
た
地
区

(
C
区
南
半
)
の
溝
中
か
ら
は
、
同
地
区
の
井
戸
同
様
の
出
土
遺
物
が
見
ら

れ
た
。
他
地
区

(
E
区
)
の
溝
は
出
土
遺
物
等
も
な
く
、
性
格
・
年
代
等
不

明
で
あ
る
。

~ 4Q-

以
上
こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
や
遺
構
を
見
る
と
居
館
祉
と
の
関
連
も
考
え
ら

れ
る
。

ハ
江
戸
時
代

地
下
式
土
墳
の
南
か
ら
一
群
の
掘
立
柱
々
穴
、
か
検
出
さ
れ
た
。
柱
穴
内
か

ら
寛
永
通
宝
の
出
土
し
た
も
の
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
間
取
等
は
不
明
で
あ
る
。



五、文化財調査関係写真上泉郷蔵関係
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亀塚;山古墳(昭和53年前橋市指定史跡)
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昭和54年度埋蔵文化財発掘調査

芳賀東部団地遺跡、第 4次調査

H -253号住居跡

山王廃寺跡、第 6次調査

基壇建物跡

富田遺跡群第 1次調査

板碑・五輪塔等出土状況

43 

芳賀東部団地遺跡第 4次調査

掘立柱建築遺構群

山王廃寺跡、第 6次調査

塔使用瓦推積状況

山王廃寺跡第 6次調査

文字瓦出土状況「放光寺」
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富田遺跡群第 l次調査

H-l号住居跡

西大室遺跡群第 1次調査

荒砥70号墳前庭

清里南部遺跡群第 1次調査

住居跡重複状況
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富田遺跡群第 1次調査

古墓出土状況

西大室遺跡群第 l次調査

荒砥68号墳奥壁

清里南部遺跡群第 1次調査

地下式土拡
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